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１．基本的な事項 

 

（１）深川市の概況 

（ア）深川市の自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 

① 自然的条件   

深川市は、北海道のほぼ中央にあって、東は旭川市、西は滝川市、妹背牛町、秩父別町、沼田

町、南は芦別市、赤平市、北は幌加内町、小平町の４市５町に接し、面積は 529.42 ㎢で東西 22

㎞・南北 47 ㎞におよんでいる。 

本市の北部から南に雨竜川が、南部を東西に北海道第１の長流石狩川が貫流し、この両河川を

中心に両翼にひらける平地には市街地と農耕集落が形成されている。 

気候は、やや大陸的で道内都市のなかでは中ようを示し、しのぎやすく、積雪は 12 月初旬か

らみられ、最大１ｍ前後となるが、４月初旬には消え、気候風土に恵まれている。 

② 歴史的条件  

安政４年、北海道の名付け親といわれる松浦武四郎は、石狩川の岸辺を中心に集落を形成して

いたアイヌの人たちを案内人にして、現深川市広里から旭川市との境界付近である神居古潭まで

の調査を行った。 

明治２年、北海道に開拓使が置かれ、同 19 年からは、北海道の開拓を進めるため札幌から上

川（現旭川市）まで通じる道路の整備が進められた。 

明治 22 年に上川道路（現国道 12 号）が開通し、同 23 年華族組合農場が設立、同 28年屯田兵

が入植するなど本市の開拓が進められた。 

大正７年に町制を施行し、昭和 38 年には隣接する１町３村、深川町・一已村・納内村・音江村

が合併し本市が誕生した。さらに同 45年、隣接する多度志町と合併し現在に至っている。 

③ 社会的条件   

明治 25 年、水稲栽培が本市で初めて試されて以来、石狩川・雨竜川流域にひろがる肥沃な土

壌と恵まれた気候によって稲作を中心とした農業を基盤としてまちづくりが進められてきた。 

昭和 30 年以降における国民経済の発展と農業の生産性の上昇に伴い、農業構造改善事業を積

極的に導入し、同 38 年の深川市誕生のときは農業基盤整備の最盛期に入っている。 

しかし、我が国の高度経済成長により、第２次、第３次産業への市外流出が大きく、この頃か

ら本市は、徐々に人口減が現れ、農業人口も減少している。 

基幹産業である農業が発展していくために、基盤整備、経営規模の拡大と担い手の育成などを

通じて、稲作をはじめ地域特性を生かした畑作、果樹、野菜、花き、畜産経営に取り組んでいる。 

また、基幹作物である米については、「ゆめぴりか」「ふっくりんこ」「ななつぼし」を中心に良

質良食味米主産地として高い評価を受けている。 

④ 経済的条件    

本市は、ＪＲ函館本線が乗り入れており、道路は国道 12 号・233 号・275 号のほか 14 路線の

道道を幹線として市道が縦横に結び、碁盤の目のように形成された道路網は市民生活の利便を高

めることはもとより、札幌を中心とする道央と旭川を中心とする道北とを結ぶ交通の要衝となっ

ている。また、北海道縦貫自動車道、高規格幹線道路深川留萌自動車道など高速交通網も含めて

充実している。 
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このような条件にあって、経済の基盤は第一次産業であるが、稲作を中心に畑作、野菜、果樹、

花き、畜産など幅広い農畜産物が生産されている。農産物加工や木材加工、砂利等の地場資源を

利用したコンクリート製品製造業等の第二次産業も発展しているが、社会経済環境の変化への対

応が求められている。 

第三次産業も、北空知圏域の商圏を担う中心的地域として発展しているが、人口の減少や購買

層の旭川圏などへの流出により伸び悩みの状況にある。 

しかし、交通網の充実は、流通体系へ大きなプラス効果を生み出すことが可能であり、農業と

他の産業との結びつきを深めることで、産業経済活動の活発化が期待される。 

 

（イ）深川市における過疎の状況  

深川市の人口の推移（国勢調査結果）は、合併以前ではあるが昭和 30 年の 42,520 人をピーク

に年々減少し、昭和 55年には35,376人（減少率 16.8%）、平成２年には30,671人（減少率 13.3%）、

平成 17 年には 25,838 人（減少率 15.8%）、平成 27 年には 21,909 人（減少率 15.2%）、令和２年

には 20,039 人（減少率 8.5％）となっている。昭和 30 年と令和２年の対比では 22,481 人減少

し、減少率については 52.9%となっている。また、令和７年３月 31 日現在の人口（住民基本台

帳）は、18,009 人で依然として減少を続けている。 

こうした人口減少の主な原因は、昭和 30年代後半から昭和 40 年代後半にかけた高度経済成長

の時代における大都市への人口流出と、社会・生活基盤整備の遅れ、担い手不足等による離農、

若者の雇用を確保する企業の立地数が充分でないことなどによるものと考えられる。 

 

（ウ）深川市の社会経済的発展の方向と概要   

本市の基幹産業である農業は、稲作が中心で、北海道でトップクラスの良質・良食味米の生産

地であるが、CPTPP や経済連携協定の発効などグローバル化の進展、国内における主食用米の需

要量の減少、農業者の高齢化や後継者不在に伴う離農等により農家戸数の減少が進み、一戸当た

りの経営規模が拡大される中で、近い将来において規模拡大に限界が生じ、受け手のいない農地

が発生することで、農業生産活動や優良農地の利用・保全に支障を来す恐れがある。 

水田農業を基幹とする本市農業を取り巻く情勢はさらに厳しさを増していることから、「売れ

る米づくり」のための取り組みを一層強化していくことが必要である。 

このため、農業所得を十分に確保するための生産基盤である農地や土地改良施設等の計画的な

整備や共同利用施設の整備、作業の効率化・省力化を推進するスマート農業の導入、意欲ある担

い手の育成・確保や多様な人材による労働力の確保、多様化が進む消費者のニーズに対応した安

全で良質な食料生産、農畜産物の加工による付加価値向上、産地ブランド等による販路の拡大な

どにより、農家経営の安定を目指した農業施策を推進する。 

第二・第三次産業については、本市の豊かな自然と恵まれた立地条件を生かしながら地場産業

の新分野への進出や企業誘致の積極的な取り組みを継続するとともに、サ―ビス業を含め既存企

業の充実を図ることにより、雇用の確保に努め、活力ある産業社会の形成を目指す。 
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（２）人口及び産業の推移と動向 

（ア）人口の推移と動向   

本市は、平成４年度から過疎地域の指定を受け過疎対策に取り組んできたが、人口は依然とし

て減少傾向にある。 

これは、生産年齢層の市外転出が大きな要因と考えられ、産業、社会、生活基盤整備の遅れや、

新規学卒者の雇用を確保する企業等の不足、担い手不足による離農等が人口流出の主な要因とし

て挙げられる。 

次に年齢階層別人口の推移を見ると、0～14 歳までの年少人口は、昭和 55年 7,556 人から令和

２年 1,634 人へと減少し、78.4％の高い減少率を示している。15～64 歳の生産年齢人口について

も減少しており、同年比で 58.4％の減少となっている。 

これは若者の都会志向などによる労働力の大都市への流出や雇用の不足の影響によるものが

大きな要因である。 

一方、65 歳以上の老年人口は増加を続け、平成２年には老年人口が年少人口を上回った。令和

２年には、総人口の 42.7%の比率を占めており、将来的には、老年人口が生産年齢人口を上回る

ことが推計される。 

以上のように本市における年齢階層別人口は、年少人口及び生産年齢人口が減少傾向を示し、

老年人口は年々増加を続け、少子高齢化が急速に進んでいることを示している。 

今後とも、この傾向が続く可能性を否定できないものであるが、生産年齢層の流入及びそれに

伴う年少年齢層の流入を目指す必要があるため、地場産業の振興や企業誘致による雇用の拡大及

び観光・レクリエーション事業の展開等による雇用の開発、また、子育てのしやすい環境の整備

などに取り組むことで人口減に歯止めをかけ、徐々に生産年齢人口や年少人口の増加をもたらす

ものと考えられる。 

 

（イ）産業別人口の推移と動向   

深川市は、良好な気候条件と肥沃な沖積土壌を生かした農業を基幹産業として地域経済の基盤

をなしてきた。昭和 35 年の就業人口比率は、第一次産業がおよそ 60%、第二次産業 10%、第三次

産業が 30%の構成であったが、それ以降第一次産業は減少し、昭和 45 年には第一次産業と第三次

産業人口の比率が逆転した。 

第一次産業においては、特に農業の減少が目立っている。昭和 35年には産業人口構成比 60.1%

であったものが、昭和 50年には半減し、その後も減少が続いている。 

現在においても、農業者の高齢化や後継者不在等による離農が進んでいることから、担い手の

育成確保や新規就農の促進をはじめ今後の農業情勢を踏まえた農業経営の多様化と体質強化に

よる経営安定を図る対策が必要である。 

第二次産業においては、景気変動に左右されながらも昭和 35 年の産業人口構成比 9.6%と比較

し、平成２年までは増加傾向にあったものの、昨今の著しい景気の後退により、市内大手の建設

業や木材加工業の倒産、金属加工業の撤退が相次ぎ、厳しい状況が続いている。 

また、企業誘致をはじめ産業経済をめぐる環境は厳しいものがあるが、今後においても地場産

業の育成強化や新規企業の立地促進を着実に進めることにより、雇用拡大を進める必要がある。 

第三次産業においては、昭和 35 年に産業人口構成比が 30.3%であったものが、昭和 50 年には
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約半数の 50.1%となり、平成 27年には 68.8%と構成比では増加しているものの、中心市街地にあ

った事業者の廃業などにより空洞化が進行していることから、商店街の活性化、空き地空き店舗

の活用、中心市街地への定住促進などの対策が急務となっている。 

 

表１－１(1) 人口の推移（国勢調査）              （単位：人、％） 

区  分 
昭和 55 年 平成２年 平成 17 年 平成 27 年 令和２年 

実 数 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 

総  数 35,376 30,671 △13.3 25,838 △15.8 21,909 △15.2 20,039 △8.5 

０歳～14 歳 7,556 4,736 △37.3 2,789 △41.1 1,995 △28.5 1,634 △18.1 

15歳～64歳 23,712 20,521 △13.5 15,142 △26.2 11,286 △25.5 9,854 △12.7 

 

うち 

15 歳～ 

29 歳(a) 

6,775 5,245 △22.6 3,433 △34.5 2,275 △33.7 2,134 △6.2 

65 歳以上 

（b） 
4,108 5,395 31.3 7,905 46.5 8,628 9.1 8,551 △0.9 

不  詳 ― ― ― 2 ― ― ― ― ― 

若年者比率 

(a)／総数 
19.1 17.1 ― 13.3 ― 10.4 ― 8.2  

高齢者比率 

(b)／総数 
11.6 17.6 ― 30.6 ― 39.4 ― 42.7  

 

表１－１(2) 人口の見通し               （単位：人、％） 

区  分 
令和２年 

（実 数） 
令和７年 令和 12 年 令和 17 年 令和 22 年 令和 27 年 令和 32 年 

総  数 20,039 18,103 16,440 14,889 13,465 12,178 11,012 

０歳～14 歳 1,634 1,382 1,155 1,064 1,077 1,098 1,063 

15歳～64歳 9,854 8,610 7,740 6,794 5,877 5,077 4,511 

 

うち 

15 歳～ 

29 歳(a) 

2,134 1,882 1,733 1,457 1,230 1,033 958 

65 歳以上 

（b） 
8,551 8,111 7,545 7,031 6,511 6,003 5,438 

不  詳 ― ― ― ― ― ― ― 

若年者比率 

(a)／総数 
8.2 10.4 10.5 9.8 9.1 8.5 8.7 

高齢者比率 

(b)／総数 
42.7 44.8 45.9 47.2 48.4 49.3 49.4 

 

※深川市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン＜改訂版＞における「目指すべき人口の将来展望」より 
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（３）行財政の状況 

（ア）行政の状況   

本市では、効率的な行政運営を行うため平成 17 年度に「行政運営プラン」を策定し、同プラ

ンに伴う取り組み実績や本市を取り巻く諸事情の変化を踏まえた行財政運営の方向性を明らか

にするため、平成 19 年度には「行政運営プラン改訂版」を策定したほか、ゼロベースからの事

務・事業の見直しなどを進めてきた。 

さらに、平成 20 年度に推計した平成 21 年度から 28 年度までの財政収支の見通しにおいて収

支の不足が見込まれたことから、各年度の収支不足の解決策として「財政収支改善案」を定め、

歳出の抑制や財源の確保など財政の健全化に向けた取り組みを進めてきた。 

地方分権改革が目指すところの地方の自主性・自立性を向上させ、多様化する住民ニーズに対

応した行財政基盤を構築するためには、市民との情報の共有や透明性の高い行政運営や組織・機

構の見直しのほか、人口減少に負けない活力ある持続可能なまちづくりを着実に進めていかなけ

ればならない。 

このため本市では、令和７年３月には「深川市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン＜改訂版

＞」及び「第３期深川市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、人口減少の状況を直視し

つつ、SDGs 等の時代の潮流を捉えながら、地方創生に向けた施策を総合的かつ計画的に推進し、

さらには、令和５年５月に改訂した「深川市強靭化計画」に基づき、国土強靭化に関する施策に

ついて、国や北海道と調和した取り組みを進め、市民一人ひとりが夢と希望を持って、生き生き

と安心して暮らすことができる深川のまちづくりに取り組んでいる。 

さらに、平成 30年６月には、本市と妹背牛町、秩父別町、北竜町、沼田町の１市４町により定

住自立圏形成協定を締結し、令和５年３月に策定した第２次北空知定住自立圏共生ビジョンに基

づき、様々な課題に対して相互に連携し、圏域全体で生活に必要な機能の充実・確保に取り組む

など、広域連携を推進している。 

このほか、物価高騰の長期化を受け、地域経済や住民生活の支援を目的とした各種施策を効果

的に実施していく必要がある。 

 

（イ）財政の状況   

本市は地方交付税及び譲与税等が収入の約４割を占めていることから、国の地方財政計画や各

種制度改正、景気動向に伴う影響等を受け、歳入は年度によって大きく変動している。 

また、令和の米騒動の影響により、深川市の基幹作物である主食用米の価格が上昇し、農業所

得の増加による税収増の傾向もあるが、長期的には人口減少などにより、市税収入は減少してい

く見込みである。 

一方、歳出は、時代の移り変わりとともに求められる公共サービスが多様化してきている。公

共交通対策や、農業対策、少子高齢化に対応する福祉費、市立病院の経営健全化の対応、公共施

設の老朽化に伴う修繕や、集約化・複合化を踏まえた建て替えの推進など、多様な行政需要に対

応するための経費が増加傾向にある。加えて、物価高騰や人件費の上昇により、各種経費が増加

しており、今後も多額の経費が必要となる見込みとなっている。 

また、本市の健全化判断比率は、実質公債費比率と将来負担比率が全道の自治体の中でも高い

状況が続いており、その要因の一つとして地方債の残高が高いことがあるため、これまで全会計
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ベースで各年度の新規借入額が元金償還金以内となるよう計画的に借入残高を縮小するなど、着

実に成果を上げていることから、今後もこの対策を継続し健全化判断比率が減少するよう努める。 

今後においても、財源確保対策を検討し限られた財源を計画的・効率的に配分するととも

に、各種事業の経費節減や選択と集中に努め、収支均衡と健全性を保ち持続可能な財政運営を

行う。 

 

表１－２(1) 財政の状況   （単位：千円、％） 

区 分 平成 22 年度 平成 27 年度 令和２年度 

歳入総額Ａ 17,295,565 18,269,592 18,945,104 

一 般 財 源 

国 庫 支 出 金 

都 道 府 県 支 出 金 

地 方 債 

うち過疎対策事業債 

そ の 他 

10,432,691 

2,744,927 

963,800 

1,352,407 

356,100 

1,801,740 

10,157,051 

1,878,735 

2,673,663 

2,070,623 

1,256,300 

1,489,520 

9,948,461 

4,620,247 

1,376,255 

1,747,664 

944,600 

1,252,477 

歳出総額Ｂ 16,847,396 18,046,321 18,639,766 

義 務 的 経 費 

投 資 的 経 費 

うち普通建設事業 

そ の 他 

過 疎 対 策 事 業 費 

6,962,267 

2,329,374 

2,329,374 

7,555,755 

2,248,527 

7,086,646 

3,065,813 

3,055,498 

7,893,862 

1,604,837 

6,559,855 

1,691,662 

1,691,618 

10,388,249 

1,246,962 

歳入歳出差引額Ｃ（Ａ－Ｂ） 448,169 223,271 305,338 

翌年度へ繰越すべき財源Ｄ 

実 質 収 支 Ｃ － Ｄ 

79,243 

368,926 

227 

223,044 

46,643 

258,695 

財 政 力 指 数 

公 債 費 負 担 比 率 

実 質 公 債 費 比 率 

起 債 制 限 比 率 

経 常 収 支 比 率 

将 来 負 担 比 率 

地 方 債 現 在 高 

0.250 

21.8 

18.9 

12.4 

80.3 

174.3 

24,326,154 

0.243 

22.0 

14.5 

11.3 

83.6 

128.3 

22,959,298 

0.269 

18.1 

14.6 

8.6 

84.6 

122.3 

22,162,746 
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（ウ）主要公共施設等の整備状況   

本市の主要公共施設整備状況の推移をみると、市町村道については、令和２年度末現在で改良

率 57.48%、舗装率が 61.29%の進捗を示しているが、いまだ約４割の道路が未整備であり、今後

においても全面改良・舗装を必要とする路線は多く、計画的な整備を進めることが必要である。 

水洗化率については、従来からの計画的な整備により確実に上昇しているが、水道普及率につ

いてはわずかに低下しており、引き続き若年層を中心とした定住促進や市民の快適な生活環境の

確保から、引き続き整備が必要である。 

 

表１－２(2) 主要公共施設等の整備状況  

区 分 
昭和 

55 年度末 

平成 

２年度末 

平成 

12 年度末 

平成 

22 年度末 

令和 

２年度末 

市 町 村 道 

改良率（％） 

舗装率（％） 

 

27.1 

21.0 

 

42.7 

38.8 

 

55.2 

51.4 

 

58.7 

55.2 

 

57.48 

61.29 

農道 延長（ｍ） 

耕地１ha当り 

農道延長（ｍ） 

 

0.3 

 

0.0 

 

13.1 

 

20.8 

 

11.4 

林道 延長（ｍ） 

林野１ha当り 

林道延長（ｍ） 

 

0.7 

 

0.2 

 

0.2 

 

0.2 

 

0.2 

水道普及率（％） 83.9 80.9 87.8 98.9 97.5 

水 洗 化率 （ ％） 7.3 45.2 70.5 83.2 93.9 

人 口 千人 当 りの 

病 院 ・ 診 療 所 

の 病 床数 （ 床） 

9.5 10.2 52.7 49.5 51.6 

 

※人口千人当たりの病院・診療所の病床数は医療施設（動態）調査より 
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（４）地域の持続的発展の基本方針   

本市は、まちづくりの指針となる「深川市総合計画」に基づき、人口減少に負けない活力あ

る持続可能なまちづくりに向け、積極的かつ効率的に諸施策を展開している。 

また、「深川市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン＜改訂版＞」及び「第３期深川市まち・

ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、SDGs 等の時代の潮流を捉えながら、地方創生に向けた

取り組みを進めることとしているほか、「深川市強靭化計画」に基づき、国土強靭化に関する施

策について、国や北海道と調和した取り組みを進めていくこととしている。 

広域連携の取り組みとしては、北空知１市４町で構成する北空知定住自立圏において「北空

知定住自立圏共生ビジョン」に基づき、圏域全体で相互に連携しながら、地域資源を活かした

魅力あふれる地域づくりを推進している。 

さらには、物価高騰の長期化を受け、地域経済や住民生活の支援などを目的とした各種施策

に取り組むこととしている。 

本市は、平成４年４月１日に過疎地域市町村の公示を受け、市総合計画を踏まえた過疎地域

活性化計画を策定し、産業の振興や交通通信体系の整備などの過疎対策を進め一定の成果を収

めてきたが、依然人口は減少し続けており、産業経済の活性化や雇用の確保、生活環境の整備

など課題は多く、引き続き過疎対策を積極的に展開していくことが必要である。 

この計画の推進にあたっては、効率的な行政運営、健全な財政運営、民間活力の導入、広域

行政の推進、国・道との連携などに十分配慮し、市民との協働により総合的かつ計画的に取り

組むものとする。 

特に、地域の持続的発展は、行政と市民が一体となった積極的な地域づくりが重要であり、

従来にも増してソフト面での充実とこれを担う人材の育成が求められている。そのため地域づ

くりを支える人材の確保と育成、活動機会の拡充や社会参加の環境づくりを進める施策の展開

を図るものとする。 

これら過疎対策の推進にあたっては、「北海道総合計画」や「北海道過疎地域持続的発展方

針」との整合性を図り、以下の各分野において本市の特性と地域資源等を活用した積極的・効

果的なまちづくりを行うことを基本方針とする。 

 

  （移住・定住・地域間交流の促進、人材育成） 

     人口減少に負けない活力ある持続可能なまちづくりを推進し、地域の持続的発展を図るために

は、定住人口の増加や関係人口の創出が必要不可欠であることから、移住・定住サポートセンタ

ーを中心とした移住・定住の取り組みを引き続き強化するとともに、地域間交流の促進により交

流人口や関係人口の創出・拡大を図るため、農泊やスポーツ合宿、文化振興事業などに加え、二

地域居住、ふるさと住民制度などを推進する。 

人材育成については、あらゆる手法・分野で活躍できる人材や団体の育成を図るとともに、広

く市民に対してまちづくりや地域づくりに参画する意識や機運の醸成を促進する。 

 

（産業の振興）  

地域の持続的発展を図るためには、産業振興を推進し、所得の増加と雇用の拡大を図ることが

重要な課題である。産業の振興にあたっては、自然環境の保全に配慮しながら、各種の基盤整備
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を進めるとともに、人材の確保や市場開拓、情報の収集・提供、イベント開催などのソフト対策

の充実を図る。 

農業については、経営規模の拡大と生産コストの低減、多様な担い手の確保・育成、優良農地

の継承による農家経営の体質強化に努め、環境に配慮した農業生産を推進し、消費者ニーズに対

応した農畜産物づくりと販路の拡大、加工による高付加価値化を図るとともに、高品質な農産物

生産のための施設整備、生産の基盤となる農道・農地等の整備や、近年深刻化しているエゾシカ

などの鳥獣による農業被害の防止対策に取り組むほか、農業農村の活性化を図るため、豊かな自

然と農村環境を生かした都市との交流を行い、魅力ある農村づくりを進める。 

林業については、森林資源の増強や森林の持つ公益的機能を高め、自然環境に調和した保養・

レクリエーションの場としての活用を図る。 

地場産業については、生産技術の向上と経営体質の強化を図るとともに、地域の特性と消費者

のニーズに対応した商品の開発や販路の拡大を促進するほか、農産物等の地域資源を活かした地

場産業の育成を図る。 

企業誘致については、工業立地による調和のとれた産業構造の実現と雇用機会の創出、地域経

済の活性化のため、工業団地の立地環境の充実を図りながら、地域経済の生産性向上に資するこ

とが期待される製造業をはじめ、地域の農畜産物や自然環境の優位性などに着目する多種多様な

企業・事業所の誘致活動を展開する。 

起業については、本市の基幹産業である農業に関連する産業の振興を図るとともに、新産業の

創出に向けた取り組みへの支援など、起業を促進するための環境づくりを行う。 

商業については、経営の近代化や合理化を促進して企業・個店の体質強化を図るとともに、消

費者ニーズに対応した商店街づくりを進める。また、中心商店街が新たな地域の核となるよう基

盤整備に努めるとともに、コミュニティ活動の推進など地域に根ざした商業の振興に努める。 

観光・レクリエーションについては、本市の雄大な自然景観や豊富な地域資源などを活用し、

多様化する観光ニーズや環境変化に対応しながら、観光・レクリエーション施設の整備やイベン

ト事業などのソフト面の充実を図り、地域の産業経済の振興と活性化に結びつけるものとする。 

労働については、人口減少や若い世代の流出などにより人手不足が深刻化し、地域経済にも影

響を与えることから、若手人材をはじめとした労働力の確保に努める。 

 

  （地域における情報化）  

デジタル社会の実現に適切に対応しながら、スマートフォン、タブレット端末や AI、IoT など

の新たな ICT 技術を活用した情報提供・利活用や高齢社会・過疎化に対応した行政の情報化・効

率化を進めるとともに、デジタル社会における情報リテラシーの向上を図り、市民の ICT 利活用

を支援し、誰一人取り残さない、すべての市民がデジタル社会の恩恵を受けられるまちづくりと

人材の育成に努める。 

 

（交通施設の整備、交通手段の確保）  

生活と産業に必要な道路網を計画的に整備するとともに、地域の暮らしを支える持続可能な公

共交通網を形成することにより、市民生活の利便性の向上と産業経済活動の円滑化を図る。 
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（生活環境の整備） 

幼児から高齢者までが豊かで潤いのある生活を享受することができるとともに、若者の定住を

促進するため、公園や住宅、上下水道、小型合併処理浄化槽、環境衛生施設などを整備し、個性

豊かな都市景観の創出と快適な生活環境づくりを進める。あわせて、まちなかへの居住を促進す

る。 

また、交通事故の防止と災害や火災の防止、空家対策、防犯体制及び救急体制の充実に取り組

み、市民生活の安定と安全を確保することに努める。 

 

（子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進） 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域社会の中で、要介護状態になっても自分らしく暮らしを続

けられるよう、必要な支援を行うための体制づくりを推進するとともに、認知症の人とともに生

活するための総合的な取り組みや在宅福祉などサービスの充実を図る。 

また、児童福祉や障がい者福祉などについては、子育てを地域全体で支え、施設の整備や子育

て世帯の経済的な負担軽減に努めるとともに、障がい者の自立に向けた取り組みについて支援を

強化する。 

 

（医療の確保）  

市立病院にあっては、多様化、高度化等による医療環境の変化や地域住民の医療ニーズに対応

しながら、他の医療機関と連携し、急性期医療や救急医療を担う地域のセンター病院として、良

質で安定した医療を提供するため、医師等の医療従事者の確保や医療機器の整備に努める。 

また、旭川医科大学と接続している遠隔医療システム（ＰＡＣＳ）を含む院内ネットワークの

整備を進め、高度医療の促進に努める。 

さらに、健康増進や予防活動などの充実を図り、総合的な保健医療体制の確立に努める。 

 

（教育の振興）  

生涯にわたり豊かな人生を送るため、自由に学習の機会を選択して学ぶことができ、その成果

を日常生活等に適切に生かせる活力ある地域社会を築くため、様々な学習機会や場の提供をする

とともに、その学習活動に重要な役割を果たす公民館等の社会教育施設をはじめ、体育施設、文

化施設、図書館などの施設の整備・拡充を図り、学習活動環境の充実に努める。 

また、学校教育施設の整備と教育内容の充実を図るとともに、高校・大学における魅力ある教

育環境づくりに向けた取り組みを支援するなど、良好な教育環境の確保に努める。 

 

（集落の整備） 

地域の拠点となっている基幹集落については、下水道や公園、住宅などの生活環境の整備を図

るとともに、分散する集落については都市の利便や機能が享受できるよう交通通信基盤の整備を

図り、居住環境の向上と定住の促進に努める。 

また、コミュニティ活動を推進し、地域共同社会の形成に努める。 
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（地域文化の振興等） 

優れた芸術や文化に触れる機会を充実させるとともに、住民の自主的・創造的な文化活動の振

興を図るための環境整備に努める。また、有形・無形文化財など、地域における文化遺産の保護

に努めるとともに、郷土資料の積極的活用を図る。 

 

  （再生可能エネルギーの利用の推進） 

     国や北海道が取り組む 2050 年カーボンニュートラル（脱炭素社会）の実現に向けた政策等の

動向を見極めながら、再生可能エネルギーの普及・促進に努める。 

 

 （５）地域の持続的発展のための基本目標 

     本市では、「深川市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン＜改訂版＞」及び「第３期深川市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、雇用の安定と創出、移住・定住の推進、子育て支援

施策の充実などによる合計特殊出生率の向上を目指し、人口減少に負けない活力ある持続可能な

まちづくりに取り組むこととしている。 

    本計画における過疎対策に必要な施策の推進にあたっては、上記の取り組みと整合性を図るも

のとし、過疎対策の進捗度を客観的に把握するため、本計画期間内において達成すべき計画全般

に関わる基本目標を下記のとおり設定する。 

 

指標 目標値 説明 

総人口 16,440 人（令和１２年度） 

深川市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン

＜改訂版＞における「目指すべき人口の将来

展望」に掲げる人口の目標 

 

 （６）計画の達成状況の評価に関する事項 

     「深川市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン＜改訂版＞」及び「第３期深川市まち・ひと・

しごと創生総合戦略」においては、毎年度、外部有識者で構成する「深川市まち・ひと・しごと

創生総合戦略推進協議会」にて事業効果の検証を行い、事業の見直し等につなげているほか、検

証結果については、市議会へ報告している。 

     本計画における目標や施策は、人口ビジョン及び総合戦略と整合性が図られた内容であること

から、上記、毎年度の事業効果の検証をもって、本計画の評価とする。 

 

（７）計画期間 

計画期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間とする。 

 

 （８）公共施設等総合管理計画との整合 

     平成 28年 11 月に策定した「深川市公共施設等総合管理計画」では、本市の公共施設等を効

率的かつ効果的に管理していくための基本方針を以下のとおり定めており、施設の老朽化によ

る更新時期の到来や大規模災害への対応が求められることや、財政状況の厳しさが続いている

ことも踏まえ、令和３年度に改訂を行っている。 
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     その中で本市の課題としては、人口規模に対する適切な公共施設等の総量や配置と公共サー

ビスの提供を検討していくこと、新たな市民ニーズなど各地区の特性に応じて既存施設の用途

や利用形態等の見直しを行うこと、今まで以上に大規模改修・更新等が必要となる公共施設が

多くなる中で、限りある財源で中長期的な視点で計画的に管理を行っていく必要があることと

している。 

     公共施設マネジメントにおいては、上記現状や課題を踏まえ、「第六次 深川市総合計画」に

おいて、目指すべき将来像を重視し、地域の将来像を見据えた公共施設等の適正な配置等を検

討していく。 

     既存施設については、老朽化の状況や利用実態及び今度の需要見通しを踏まえ、今後とも保

持していく必要があると認められた施設については、計画的な修繕・改善による品質の保持に

努め、施設の有効活用を検討する。施設更新の際は、施設の機能や目的、利用状況などを考慮

し、ユニバーサルデザインの視点を持って設計し、障がいの有無、年齢、性別、人種等に関わ

らず多様な人々が施設を利用しやすい環境を整える。また、太陽光発電の導入のみならず、再

生可能エネルギーの活用、建築物における「ZEB」の実現、省エネルギー回収の計画的な実施、

LED 照明の導入等を推進し、脱炭素化に努める。 

     新たな施設整備については、施設の性格、必要性及び運用コストを勘案し、単独整備や施設

の複合化・集約化などを検討する。 

     今後、人口減少は継続していく見込みであることから、施設更新の際は施設の健全度や利用

状況等から総合的に判断していく。 

     総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築を行うため、各公共施設の情報を集約

した固定資産台帳の作成体制を整え、台帳や効果的な施設管理の取り組みについては全庁的に

展開し、共有化に努める。また、必要に応じて個別施設計画を策定するものとし、策定のない

公共施設のマネジメント推進にあたっては、原則として深川市公共施設等総合管理計画の方針

に従うものとする。 

公共施設が重大な損傷を受ける前に、予防的修繕を実施することで、施設を維持しながら長

寿命化を図り、ライフサイクルコストの縮減に努める。 

SDGs の理念や各種計画と連携をもって計画推進を行う。 

本計画における過疎対策に必要となる全ての公共施設等の整備は「深川市公共施設等総合管

理計画」に適合するものであり、上記の基本方針に沿って適切な管理を推進するものとする。 
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２．移住・定住・地域間交流の促進、人材育成  

 

（１）現況と問題点 

（ア）移住・定住 

人口の減少と高齢化の進展に伴い、特に地方では、産業の衰退や財政力の低下が懸念されるな

ど、今後も厳しい状況が見込まれる。このような現状から、人口の減少を緩やかにし地域の活性

化を図る手段として、移住・定住の推進は重要な施策の一つである。 

この推進にあたっては、移住・定住サポートセンターを中心に、都市部やオンラインでの移住

セミナーを積極的に活用して本市の魅力を全国に情報発信するとともに、移住体験事業の充実、

空家等住居の紹介、職業紹介、移住後のサポートなど、移住希望者のニーズにきめ細かく対応し、

他地域との差別化を図ることが必要である。 

      

（イ）地域間交流 

自由時間の増大や交通の利便性の向上などにより、本市においても他地域との交流が盛んにな

っており、このような交流の活発化を地域の活性化に結びつけていくことが求められている。  

自然とふれあう都市と農村との交流や、スポーツイベントを通じての交流、また、芸術、文化

などにふれる機会を通じての交流など、地域の資源を活かした交流を拡大するとともに、二地域

居住の推進に取り組み、多様な人材が本市に滞在する機会の創出を図ることにより、新たな活力

を生み出す地域連携・交流を促進し、地域の活性化につなげていくことが必要である。 

さらに、政府が導入を進める「ふるさと住民制度」など、地域との多様な関わり方を認める新

たな仕組みも積極的に活用し、関係人口の拡大を図るとともに、地域との継続的なつながりを育

む取り組みを進めていく必要がある。 

      

（ウ）人材育成 

   活力あるまちづくりに資するため、次代を担う世代の育成が重要であることから、あらゆる

分野を対象とした人材育成事業に取り組んでいる。 

今後も次代を担う世代を中心に地域づくりのための活動に対する積極的な支援に加え、地元の

高校の魅力を高め、地域外からの入学を促すことで、在校生はもとより、地域での多様な体験や

地域住民との交流等を通じて、将来にわたり持続的な関係人口の創出を図るなど幅広く人材や団

体の育成を進める必要がある。 

また、幼児期から地域とのつながりを育む機会として、全国はもとより海外まで門戸を広げ

て子どもたちを保育園などに受け入れる取り組みも進めており、将来的な定住や関係人口の形

成につなげることが期待される。 

地方分権の推進の中、自らのまちは自らがつくるという住民自治の理念のもと、市民と行政

が協働してまちづくりを進めていくことが必要であり、こうした協働の中で人材育成の取り組

みを一層充実させていくことが求められる。 
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（２）その対策 

（ア） 人口減少の抑止と活性化を図るため、移住・定住を推進する。 

（イ） 農泊の推進などによる都市と農村との交流を促進する。 

（ウ） 積極的な合宿招致活動や国内一流選手が出場するレベルの高い陸上競技会（ディスタンス

チャレンジ大会）、各種イベントの開催など、スポーツを通じた交流機会を拡充する。 

（エ） 参加・体験型や滞在・拠点型など交流を促す施設を整備するとともに、ソフト事業の展開に

よる交流機会を拡充する。 

（オ） 芸術、音楽、演劇などを通じた文化交流や文化団体などのネットワークづくりを推進する。 

（カ） 二地域居住などの推進に取り組み関係人口の創出を図る。 

（キ） 地域みらい留学など様々な手法・分野において、地域づくりを支え主体的に担う人材や団

体の育成を図る。 

 

 （３）計画 

持続的発展 

施策区分 

事  業  名 

(施設名) 
事  業  内  容 事業主体 備 考 

1.移住・定

住・地域間

交 流 の 促

進、人材育

成 

(1)移住・定住 ・移住体験住宅整備 市  

(2)地域間交流 ・二地域居住等の推進 市  

(4)過疎地域持続的

発展特別事業 

 
 

 

 移住・定住 ・移住・定住推進事業 

移住・定住サポートセンターを中心に、都市部やオンラ

インでの移住セミナーを積極的に活用して本市の魅力を

全国に情報発信するとともに、移住体験事業の充実、空家

等住居の紹介、職業紹介、オンライン移住相談、移住後の

サポートなど、個々のニーズに応じた支援を行う。 

市 

【効果】 

人口の減少を穏やか

にし、地域経済の活性化

が期待される。 

地域間交流 ・二地域居住等の推進 

主な生活拠点とは別の特定の地域に生活拠点を設ける

暮らし方である二地域居住の受入れやふるさと住民制度

などの推進に向けて、ニーズを踏まえた支援などを検討す

る。 
市 

【効果】 
都市から地方への「新

しい人の流れ」が生まれ

ることにより、地域及び

地域経済の活性化が期

待される。 

人材育成 ・人材育成事業 

 あらゆる分野における地域づくりのための活動を行う

人材や団体の育成が必要であることから、地域づくりに資

する調査研修や、交流事業、担い手育成事業などの活動を

支援する。 

市 

【効果】 

 次代を担う世代の育

成が図られるとともに、

地域への波及効果が期

待され、活力あるまちづ

くりに資する。 

・地域みらい留学 

 地元の高校の魅力を高め、市外在住者の入学を促すこと

で、在校生はもとより、地域での多様な体験や地域住民と

の交流等を通じて、将来にわたり持続的な関係人口の創出

と人材育成を進める。 

市 

【効果】 

 次代を担う世代の育

成が図られるとともに、

地域への波及効果が期

待され、活力あるまちづ

くりに資する。 

・幼児期からの深川体験事業 

幼児期から地域とのつながりを育む機会を創出し、将来

的な定住や関係人口の形成につなげるために、全国はもと

より海外に向けても本市の魅力を情報発信し、地域資源を

活かした魅力的なプログラムを展開する。 

市 

【効果】 

 次代を担う世代の育

成が図られるとともに、

地域への波及効果が期

待され、活力あるまちづ

くりに資する。 
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（４）公共施設等総合管理計画等との整合    

移住・定住・地域間交流の促進、人材育成に係る各公共施設類型の基本方針は以下のとおりとす

る。 

（ア）その他 

施設の安全性を大前提に施設の維持管理を進めるが、老朽化の状況と利用者ニーズを考慮し、建

替えや修繕、改修、統廃合を検討する。 
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３．産業の振興  

 

（１）現況と問題点 

（ア）農 業 

本市は、北海道のほぼ中央部で、石狩平野の北部に位置し、気候は内陸型で、平均気温も高い。 

耕地面積は 11,500ha で、深川市総面積の 21.7％を占め、水田が 8,620ha（令和７年２月現在）

と全耕地面積の 75%を占め、一戸あたりの平均耕地面積は 18.7ha であり、恵まれた自然環境や地

域の特色を生かしながら、これまでの近代的な農業機械・施設や新技術の導入によって「安全で

おいしい」農産物の生産に取り組んできている。 

特に、基幹作物である水稲は「ゆめぴりか」「ふっくりんこ」「ななつぼし」に代表されるよう

に良質・良食味米の生産地として道内でもトップクラスの米産地となっている。 

また、転作による小麦・大豆・小豆・そばの畑作物や野菜・花きなどを取り入れた複合経営が

行われており、丘陵地帯では、それぞれ地域の特性を生かした畑作、果樹、畜産経営が行われて

いる。 

農業・農村の現状は、CPTPP や経済連携協定の発効などグローバル化の進展、国内における主

食用米の需要量の減少、農業者の高齢化や後継者不在に伴う離農等により農家戸数の減少が進み、

一戸当たりの経営規模が拡大される中で、近い将来において規模拡大に限界が生じ、受け手のい

ない農地が発生することで、農業生産活動や優良農地の利用・保全に支障を来す恐れがあるなど、

多くの課題を抱えている。一方で、食の安全・安心の観点から、消費者の農や食に対する関心や

自然豊かな農村に滞在し、農村景観や自然環境に触れたり、地元の人々との交流を楽しむ農泊へ

の関心の高まり、農業・農村が有する国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景観

の形成などの多面的な機能を有する点からも、あらためて注目されている。このため、農業所得

の安定的な確保を促進し、作業の効率化・省力化を推進するため、スマート農業の導入の促進や

食料の安定供給を図るための生産基盤である土地改良施設等の計画的な整備が求められている。 

また、農業を継続的に発展させるためには、消費者に評価され売れる農産物の生産や海外を含

めた販路拡大のための取り組み、将来的な農業労働力不足を解消する観点からも農外からの多様

な人材による労働力の確保を推進するほか、他産業との連携や新規就農希望者を迎え入れるため

の体制の充実、後継者の研修等により、経営を担う多様な担い手の育成と確保を積極的に推進す

るとともに、近年被害が拡大しているエゾシカなど鳥獣による農業被害を防止するための対策を

総合的に推進していくことが必要である。 

さらに、農村の生活環境の向上と豊かな自然を生かした都市との交流を促進し、農業体験や地

元農産物を活用した加工体験、観光農園でのフルーツ狩り等をメニューとした農泊を推進し、関

係人口の増加と魅力ある農村づくりを進める必要がある。 

 

（イ）林 業 

本市の森林面積は、32,381ha あり、全面積の 61%を占め、林産物の生産、国土の保全、水資源

のかん養、生活環境の保全等地域住民の生活と深く結びついている。 

また、民有林のうち人工林面積は 8,425ha あり、そのうち育成途上の 35年以下の林分が 42%を

占めている。 
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本市はこれまで森林組合などと連携し、国や道の制度を活用するなどして林業振興に努めてき

たが、林業を取りまく環境は依然として厳しく、木材価格や需要の低迷、また林業経営費の上昇

により生産活動が停滞し、間伐と保育等が適正に実施されない森林が増加している。 

このため、森林所有者の造林意欲の啓発や森林組合の育成強化に努めるとともに、森林環境譲

与税や国や道の制度事業を積極的に活用し、自然的・社会的条件や森林資源の状況等を勘案しな

がら、それぞれの森林の重視すべき機能区分に応じて計画的に造林保育、道路網整備等を推進し、

経済的・公益的機能の向上を図る必要がある。 

さらに、森林に対する多様化したニーズに応えるため、レクリエーションや心のゆとりの場と

して森林の総合的な利用を図り、地域の活性化に努める必要がある。 

 

（ウ）工業・鉱業 

本市の工業は、食料品や木材、窯業等地方資源型の割合が高く、その多くは中小規模にあるが、

地域の経済活動や雇用の確保に大きな役割を果たしていることから、人材の育成や経営体質の強

化を図るとともに、技術革新や情報化、消費者ニーズの多様化など社会経済環境の変化に対応し

た技術力の向上や新商品の開発、販路の拡大などに努めることが必要である。 

鉱業については、骨材生産のみであるが、建設業、コンクリート製品製造業にとって不可欠な

ものであり、このための陸砂利砕石の開発は、自然環境の保全に十分留意しながら資源開発に努

めることが必要である。 

 

（エ）企業誘致 

昭和 63 年度に市独自の企業立地優遇制度を創設、平成９年度には工業団地用地取得費 100%助

成措置を追加、平成 24年度から対象要件の緩和など大幅に制度を拡充、令和元年度からは雇用

増に応じた助成項目を追加したほか、専門機関を活用した立地意向調査や工業団地の環境整備

を進めながら取り組んだところ、平成 29 年度、平成 30年度、令和２年度にそれぞれ１社の工

場の新増設が図られた。 

直近における全国的な工場立地動向では、新規拠点の開設や設備投資に対して消極的な意向

が大半を占めており、道内における企業立地も減少傾向となることが懸念されている。 

このような環境の中においても、地域経済の活性化に資する、調和のとれた産業構造の構築と

雇用機会の創出につながる工業立地の実現のため、魅力ある工業団地の形成に努めるとともに、

地場産業の振興に資する農畜産物加工関連企業の誘致活動を持続的に展開するほか、住みやすさ

や自然環境の優位性などに着目する多種多様な企業・事業所の掘り起しが必要である。 

 

（オ）起 業 

本市の基幹産業である農業は多くの課題を抱え、厳しい状況にあるものの、農業は、生産環境

を整備し、生産から販売という一連の流れの中で多種多様な産業が生まれる可能性を秘めている。 

産業としての農業や農業を起点としたこれからの新しい産業の可能性を考えた時、様々な角度

や視点から地域に根ざした新たな産業を創出することが必要であり、これが、地場産業の振興や

雇用機会の創出など地域経済を発展させる新たな原動力となる。 

これからは、地元農産物の活用を核とする農商工連携による事業化や農業の６次産業化を図る



- 18 - 
 

ほか、食料自給率向上の施策として注目されている新規需要米（米粉・飼料用米など）に関連す

る産業の創造など幅広い分野について、産学官が連携して取り組みを広げていく必要がある。 

 

（カ）商 業 

本市の商業は、道央と道北を結ぶ交通の要衝として、また北空知一円を商圏として発展してき

たが、産業構造の変化や核家族化・少子化の進展により人口の減少が進み、販売額は総体的に縮

小傾向にある。 

また、消費者ニーズの高度化・多様化、郊外における大型店の進出、商業後継者難など商業環

境の変化が顕在化している。 

このため、中心街の空洞化を防ぐことを目的に、これまでも空き地空き店舗対策、空き店舗発

生抑止策に資する起業及び既存店舗改装に係る支援に取り組むとともに、賑わいを取り戻すため

「プラザ深川（旧北海道拓殖銀行深川支店）」の利活用等を進めてきたところである。 

今後、賑わいのある中心商店街の形成が求められていることから、消費者が買い物や食事など

をしやすい生活環境の整備を進めていく必要がある。 

さらに、地域商店街の魅力づくりと活性化の推進のためには、実行主体である「個店」「商店

街・連合会」「商工会議所」「深川市」が適宜・適切に連携していく必要がある。 

 

（キ）観光・レクリエーション 

本市の観光資源としては、雄大な自然景観と鮮明な四季の変化や新鮮で豊富な農作物など大地

の恵みを活かしたものが数多くある。加えて、北海道縦貫自動車道、高規格幹線道路深川留萌自

動車道、国道３路線、ＪＲ１路線が交わる交通の要衝であるほか、高速道路のインターチェンジ

が２か所、さらにジャンクションも整備されており、道内各地からのアクセスに優れた立地条件

を有している。このような交通利便性を活かし、恵まれた条件・自然環境を生かした観光地づく

りを探求してきた。 

地域活性化に及ぼす効果についての認識が高まっている観光は、多様化する観光ニーズや環境

変化に柔軟・適切に対応する一方、今後も豊かな自然を生かし、地域とのふれあいと個性を重視

した観光地づくりをさらに進めていかなければならない。 

このため、今後も新たな特産品開発や食をテーマとした観光づくりなどの取り組みや、広域的

連携による広域観光ルートの開発、体験事業などの展開、加えて観光を進める上で外国人観光者

の誘客は欠かせないことから、その取り組みを推進する必要がある。 

また、観光・レクリエーションイベント、まつりや観光ホスピタリティなど、観光客の嗜好や

関心に対応したソフト面の充実や、道の駅「ライスランドふかがわ」、「アグリ工房まあぶ」、「ま

あぶオートキャンプ場」、「アップルランド山の駅おとえ」、「学びと集いの郷音江広里交流館エフ

パシオ」などの既存施設と市内に点在する景勝地や史跡、地域産品などを活用した観光・レクリ

エーション施設の更なる開発と整備を進める必要がある。 

 

（ク）労 働 

本市の労働情勢は、新規学卒者を中心とする若年者の都市圏への流出や、進行する人口減少に

より労働力が不足している状況にある。 
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その一方で、在職労働者の高齢化と、パート就労など非正規労働が増加する傾向にある。 

このため、これまでも育児休業の取得支援や若年者・障がい者の雇用対策に取り組んできたが、

今後もあらゆる人材が雇用の場を確保できるよう雇用環境整備を進めるとともに、若年労働者の

流出防止と地元定着に取り組む必要がある。 

また、地場産業の新分野への進出や新規企業の誘致などによる就労機会の拡大を図るとともに、

ＵＪＩターン希望者の受け入れに努める必要がある。 

 

（２）その対策 

（ア） 生産性の高い農業を確立するため土地基盤の整備を図る。 

（イ） 農地の流動化と有効利用を促進する。 

（ウ） 「安全・安心」で「おいしい」農畜産物の生産を図るためクリーン農業を推進する。 

（エ） 生産性の向上を図るため農業試験研究の推進と生産技術の向上に努める。 

（オ） 新作物の栽培、高収益作物の作付拡大により特産物の生産拡大に努める。 

（カ） 深川産米等の海外への市場開拓など、販路拡大のための取り組みを推進する。 

（キ） 都市と農村との交流を促進する。 

（ク） 優れた農業者の育成と後継者組織の強化を図る。 

（ケ） 農産物の統一ブランドの確立を促進する。 

（コ） 関係農業団体と連携し、優良農地の継承と多様な担い手の育成・確保を図る。 

（サ） 酪農、畜産の体質強化を図る取り組みを推進する。 

（シ） 生産性の低い天然林や無立木地への造林を推進し、人工林に対する除間伐等の保育事業を

実施するなど、生産性と公益的機能の向上に努める。 

（ス） 都市住民の農業とのふれあいを推進するために果樹を主体とした観光農園の拡大整備を促

進する。 

（セ） エゾシカなどの鳥獣による農林業被害を防止するための対策を推進する。 

（ソ） 産学官や農商工連携による新産業の創出に向けた取り組みや既存事業者等の地域資源活用

による商品開発・販路拡大等を支援する。 

（タ） 地場産業を次世代へ継承するため、加工用農産物栽培の技術を確立し、加工品開発への展

開を図る。 

（チ） 新規企業等の立地を促進するため、工業等開発促進補助金の活用と広里工業団地の環境整

備を図る。 

（ツ） 関係団体との連携を図り、企業誘致を持続的に展開する。 

（テ） 消費者ニーズに対応した魅力ある中心商店街づくりを推進する。 

（ト） 起業や既存店舗の改装の取り組みを支援し、地域経済の維持・向上を図る。 

（ナ） 商店街組織の活性化や商店街イベント活動など、ソフト面の充実を促進する。 

（ニ） 誰もが安全で快適な生活が営めるよう深川市バリアフリー基本構想に基づくバリアフリー

化を推進するとともに、国道、道道を含めた無電柱化の推進を図る。 

（ヌ） 地域資源を生かした観光・レクリエーション施設の開発と整備を図る。 

（ネ） 観光・レクリエーションイベントの開発育成や観光ホスピタリティなどのソフト面の拡充

に努める。 
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（ノ） 観光客の誘致活動を展開する。 

（ハ） 各種イベントなどを通じ、地域の活性化を推進する。 

（ヒ） 労働環境の整備を図るとともに、労働力の確保に努める。 

  （フ） 北空知定住自立圏をはじめとする周辺市町村と連携し、地域資源を活かした魅力あふれる

地域づくりを推進する。 

 

（３）計画 

持続的発展 

施策区分 

事  業  名 

(施設名) 
事  業  内  容 事業主体 備 考 

2.産業の振

興 

(1) 基盤整備    

 農業 ・経営体育成基盤整備（北納内１地区） 

 排水路 L＝700m 
北海道  

・経営体育成基盤整備（東納内３地区） 

 排水路 L＝780m  
北海道  

林業 ・市有林整備事業 

  人工造林   50ha  下刈     50ha 

保育間伐   13ha  更新伐    50ha 
市  

・豊かな森づくり推進事業 

 450ha 
森林組合  

(3)経営近代化施設    

 農業 
・穀類集出荷貯蔵施設整備 

JA 

市 

 

(4)地場産業の振興    

 生産施設 
・加工用果樹栽培樹園地整備 市  

加工施設 
・地域資源活用施設改修 市  

(5)企業誘致 ・工業団地内工場用地造成 市  

・工業団地２号線 改良舗装 

L＝270m W=5.5m 
市  

(7)商業    

 共同利用施設 ・経済センター改修 市  

その他 ・公共・公用施設のバリアフリー事業 市  

(9) 観光又はレクリ

エーション 
・道の駅「ライスランドふかがわ」改修 市  

・「まあぶオートキャンプ場」改修 市  

・都市農村交流センター改修 市  

・桜山パワーアップロード整備事業 

L＝2,000ｍ 
市 

 

・総合運動公園内走路改修 

 L＝1,400ｍ 
市 

 

・学びと集いの郷音江広里交流館エフパシオ改修 市 
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(10) 過疎地域持続

的発展特別事業 
   

 

第 1 次産業 ・新規就農者確保対策事業 

農外からの新規就農者に対し、就農確定時に交付する

就農支援資金の他、研修時に必要な指導農家に対する謝

金の助成や研修中の住宅の家賃助成等を実施する。 市 

【効果】 

新たな担い手の確保

を図るとともに、本市農

業の安定的な発展に資

する。 

・深川未来ファーム運営支援事業 

農業従事者の減少や高齢化などにより将来的には、農

業生産力とともに地域コミュニティの維持に必要な人材

の不足が懸念されている。農業への強い意欲を持った農

外からの新規就農者を確保・育成し、優良農地の円滑な

継承を推進するため、深川未来ファームによる新規就農

希望者の相談窓口の運営や農業の担い手としての人材育

成、優良農地の遊休化の防止に向けた取り組みを支援す

る。 

市 

【効果】 

新規就農者を確保・育

成することで域内農地

の保全や持続可能な農

業の構築を図る。 

・非農用地利活用促進事業 

農村地域に点在する離農跡地について、所有者又はそ

の土地を利用する農業経営者が、農作業の支障とならな

いよう農地に造成または整形したものに対し、その経費

の一部を助成する。 

市 

 

【効果】 

作業効率の良い優良

農地ができ、省力化に資

することで、今後増え続

ける離農者の農地を余

す事なく担い手に引き

継がれることで、耕作放

棄地の発生を防ぎ、集積

に一層の効果が期待で

きる。 

・地産地消促進事業 

ふかがわ産米・そばなどの地元農産物やこれらの加工

品等の販売促進に取り組む。 

市 

【効果】 

米・そばをはじめとす

る農産物の地元での消

費を拡大し、販路の拡大

と安定を図り、稲作を主

体とした農業の振興が

図られる。 

・農産物等海外販路拡大事業 

海外の有望市場へのふかがわ産米の輸出をより一層推

進するため、新たな輸出先の発掘に向け取り組む。 

市 

【効果】 

 農産物の消費拡大と

事業者による商品開発・

販路拡大が促進され、水

田農業の持続的な発展

に資する。 

・農業競争力基盤強化特別対策事業 

次世代の農業者をはじめ多様な人材が活躍し、農業の

潜在力をフルに発揮し、力強く魅力ある農業・農村を確

立するためには、スマート農業技術を活用した一層の省

力化・効率化などにより、生産力と競争力を高め持続可

能で生産性の高い農業を展開していく必要がある。本事

業は食料・農業・農村基本法の施行に伴い、食料自給率

向上と環境に調和した持続的農業を維持するための農業

生産基盤等の整備を早急に促進することを目的として、

農業者が必要な整備に積極的に取り組めるように北海道

と連携して農家負担を軽減するために行うもの。 

北海道 

【効果】 

 スマート農業技術の

導入や大規模区画の造

成など、農業の潜在力を

フルに発揮するための

生産基盤整備を促進す

ることで、本市の持続的

発展に資する。 

・深川農業ステップアップ推進事業 

高品質米生産のための土壌診断や園芸作物作付拡大の

ためのビニールハウス骨材、ビニールへの助成、省力化

を目的としたスマート農業に関する導入機器に対する支

援等を行う。 

市 

【効果】 

 中山間地域などの条

件不利地も含め、地域全

体の農業生産力の向上

が図られる。 
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商工業・ 

6 次産業化 

・起業支援・改装費等助成事業 

市街地商店街の区域における空き地、空き店舗を活用

して集客施設を設置し、または商業用店舗等を開設した

中小企業者等に対してその費用の一部を助成する。 
市 

【効果】 

店舗の機能の維持及

び向上を図り、もって空

き店舗の発生抑止に資

するとともに、商業の振

興及び地域経済の活性

化が図られる。 

・若年者定住促進奨学金返還支援事業 

大学等を卒業後、市内で就労された方を対象に、在学

中に貸与を受けた奨学金の返還の一部を補助する。 
市 

【効果】 

若年者の本市への定

住の促進と、地域産業を

担う人材の確保が図ら

れる。 

観光 ・夏冬まつり等助成事業 

地域活性化のため、夏まつり・冬まつりなどのイベン

トを行う実行委員会に補助金を交付する。 

過疎化の進行により人口減少が進む中、夏冬まつり等

を継続していくためには、行政による人的・財政的な支

援が求められている。 

実行 

委員会 

【効果】 

 継続して実施するこ

とで、本市のＰＲにつな

がり、地域の活性化や賑

わいが期待できる。 

企業誘致 ・企業誘致推進事業 

（誘致活動・工業等開発促進補助金など） 

各種調査、広報啓発、企業訪問などの誘致事業及び、

立地企業に対する補助を行う。 

市 

【効果】 

 企業情報の収集と充

実した優遇制度及びそ

のＰＲにより、新たな企

業立地へつなげる必要

があり、企業誘致による

雇用機会の創出と地域

経済の活性化が期待で

きる。 

その他 ・地域資源活用・地場産業振興事業 

地域の豊かな自然環境や農産物を活かした地域の活性

化が必要であり、地域資源活用施設を活用した加工品製

造や樹園地の環境整備をはじめ、地域資源を活用して商

品開発に取り組む団体や製造事業者等へ助成する。 

市 

【効果】 

農産物の高付加価値

化や地域情報発信によ

る地域産業の活性化が

図られる。 

(11)その他 ・畜産振興事業 

畜産農家が自主的に取り組む伝染病予防対策、家畜診

療等共済事業などに対する支援を総合的に実施すること

により、耕種部門との連携をとりながら酪農や肉用牛生

産などの畜産部門の振興を図り、地域の農業全体の安定

と振興が図られる。 

市  

・オートキャンプ場施設維持整備事業 

オートキャンプ場の整備と維持に努め、観光の振興及

び地域経済の活性化を図る。 
市  

・労働福祉会館改修（外壁等） 

 労働福祉会館の整備と維持に努め、勤労者の文化の向

上及び福祉の増進を図る。 
市  

・働く婦人の家改修 
市  
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（４）産業振興促進事項 

  （ア）産業振興促進区域及び振興すべき業種 

産業振興促進区域 業種 計画期間 備考 

深川市全域 製造業、情報サービス業等、

農林水産物等販売業、旅館業 

令和８年４月１日～ 

令和１３年３月３１日 

 

 

  （イ）当該業種の振興を促進するために行う事業の内容 

     上記(２)その対策及び、(３)計画のとおり 

 

（５）公共施設等総合管理計画等との整合    

産業の振興に係る各公共施設類型の基本方針は以下のとおりとする。 

  （ア）スポーツ・レクリエーション系施設 

老朽化が進んでいる施設・設備については、市内外の利用者が安全に利用できるように計画的

な修繕を行うとともに改修等の検討を進める。 

（イ）産業系施設 

各施設の老朽化の進行状況や利用状況などを総合的に勘案し、長寿命化を図りながら、施設の

適切な管理に努める。新規就農者受入住宅４施設については、老朽化の進行や利用状況を踏まえ、

今後、除却について検討していく。 
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４．地域における情報化 

 

（１）現況と問題点 

本市では、平成 10 年度に情報通信基盤として深川市マルチメディアセンターを整備、平成 18

年度には地域の生活情報サイト「深ナビ」を開設し、平成 22 年度には市内全域でブロードバン

ドを整備するなど、地域情報化の推進に取り組んでいる。 

少子高齢化・人口減少が進行する中、今後の行政運営には、一層の効率化、魅力的な情報の継

続的な発信が求められており、技術的進展が急速に進む ICT を積極的に活用し、業務の省力化や

多様なメディアによる情報発信等を検討する必要がある。 

行政の各種手続きについては、更なるオンライン化の拡充を検討するとともに、市民に対し積

極的な周知広報を図り、市民が利用したい電子サービスのアクセスを容易にしていくなど、市民

に便利な市役所の実現に取り組む必要がある。 

また一方では、産業の振興、地域公共交通の活性化及び再生、物流の確保、医療及び教育の充

実等をデジタル技術により推進していく必要がある。 

今後、地域における情報化を推進するにあたっては、デジタル技術に関する市民及び市職員

のリテラシー向上や、デジタル・デバイド（情報格差）の是正について取り組んでいくことに

より、誰一人取り残さない、すべての市民がデジタル社会の恩恵を享受できる環境づくりに取

り組む必要がある。 

 

（２）その対策 

（ア） AI や RPA、MaaS 等の先端技術や地域特性に応じたデジタル技術の活用により、システムへ

のデータ入力や確認作業等の事務作業の負担を低減するとともに効率的な行政業務のデジタ

ル化を図る。 

（イ） デジタル技術を活用し、来庁しなくても、手続き、サービスが一貫してデジタルで完結さ

せられるオンライン化の取り組み、また、窓口の待ち時間の短縮、書類作成の簡素化や一度

の手続きであらゆる手続きが完了する「ワンストップサービス」などを推進する。 

（ウ） デジタルトランスフォーメーションを効果的に推進するために、専門的な知識や技術を持

った外部人材の活用を進めるとともに、職員の ITリテラシーの向上を図る。 

（エ） すべての市民が、オンラインサービスなどデジタル活用の利便性を実感できるよう、通信

環境やサービス基盤の整備を進めるとともに、日常生活の中で無理なく利用できる支援体制

の充実を図る。 

（オ） デジタル技術を活用した観光振興や働く場の創出など魅力ある地域づくりの推進のほか、

地元事業者のデジタルトランスフォーメーション化等の支援に取り組む。 

 

 

 

 

 

 



- 25 - 
 

（３）計画 

持続的発展 

施策区分 

事  業  名 

(施設名) 
事  業  内  容 事業主体 備 考 

3.地域にお

ける情報化 

(1) 電気通信施設等

情報化のための施策 

 
 

 

 ブロードバンド

施設 

・光ファイバーケーブル敷設事業 

 L=1,000m 市 

 

(2) 過疎地域持続的

発展特別事業 

 
 

 

 デジタル技術活

用 

・スマート技術活用による業務効率化・サービス向

上事業 

チャットボット、音声ボットなどＡＩ技術の導入

のほか、RPA や MaaS などを含めてスマート化するこ

とにより業務効率と市民サービス双方の向上を図

る。 

市 

【効果】 

国が進める DX 化の促進が

図られ、住民満足度が向上す

る他、多言語対応も可能とな

り定住施策に寄与する。 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合    

地域における情報化に係るインフラ施設の基本方針は以下のとおりとする。 

  （ア）ブロードバンド 

ブロードバンドは市民生活に欠くことのできない施設であり、複合化・集約化等や用途変更、

施設廃止等の取り組みが適さないことから、ライフサイクルコストを考慮し、安全に長寿命化を

図っていくことを基本とする。光ケーブルについては、市内全域への敷設を目指し、通信インフ

ラの充実を図る。 
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５．交通施設の整備、交通手段の確保 

 

（１）現況と問題点 

（ア）道 路 

本市の道路網は、北海道縦貫自動車道を軸として、国道３路線とこれに連絡する道道 14 路線

及び市道 858 路線によって形成され地域の発展と経済の交流に大きな役割を果たしている。 

このような中で、国道 12 号の４車線化や国道 233 号の無電柱化・バリアフリー化が強く望ま

れている。また、航空機の利便性を活用し、地域経済の一層の活性化を図るため、旭川空港への

アクセス整備を促進する必要がある。 

道道は、国道とともに市の幹線道路網を構成しているが、未整備区間の整備促進が求められて

いる。 

市道については、改良率 62.04％、舗装率 58.36％とほぼ全道水準となっているものの市民生

活の利便や産業活動の基盤となるため、今後とも道路・橋梁の整備が必要である。 

特に、令和７年４月現在 274 橋ある橋梁については、今後 20 年以内に建設後 50 年を経過する

ものが約６割に達するため、橋梁長寿命化計画に基づいた橋梁の維持補修及び架け替えを行う必

要がある。 

また、都市計画道路の見直しを含め市街地の形成に即応した街路計画が必要である。 

さらに、冬季間の交通確保のため除排雪機械の整備を図るなど、安全で快適な道路整備と維持

管理に努める必要がある。 

  

（イ）交 通 

社会情勢の変化や過疎化などに伴い、公共交通機関の維持は厳しい状況が続いており、コンパ

クトなまちづくりと公共交通網の関係性（コンパクトシティ・プラス・ネットワーク）を踏まえ

た、持続可能な公共交通網の形成が必要であり、これまでも市内バス路線において循環線を導入

するなど、公共交通の再編事業に取り組んでいる。 

鉄道については、長距離・大量輸送手段としての果たす役割が大きいことから、関係機関との

協議に基づき、輸送機能の充実や利用の促進を図る必要がある。 

また一方では、廃線となった留萌本線施設の有効活用に向けた整備促進が求められている。 

バスについては、既存路線の維持が採算上厳しい状況となっていることから、利用者ニーズや

事業者の経営状況などを踏まえ、必要なサービス水準の維持・確保、多様な輸送手段の活用など

について検討する必要がある。 

また、交通結節機能の強化に向けて整備中の複合施設を拠点とし、公共交通空白地域における

AI デマンド交通など移動手段の確保や、国や北海道等と連携した MaaS の導入など新たなモビリ

ティサービスについて研究していく必要がある。 

 

（２）その対策 

（ア） 国道 12 号の４車線化を促進する。 

（イ） 国道 233 号の無電柱化・バリアフリー化を促進する。 

（ウ） 旭川空港へのアクセス整備を促進する。 
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（エ） 道道深川停車場線の改築整備を促進する。 

（オ） 道道旭川深川線の４車線化、無電柱化、バリアフリー化を促進する。 

（カ） 道道深川多度志線の改築整備を促進する。 

（キ） 道道旭川多度志線の改築整備を促進する。 

（ク） 道道湯内内園線の改築整備を促進する。 

（ケ） 市民生活に密着した市道整備を促進する。 

（コ） 都市の機能要件である都市計画道路の見直しを進める。 

（サ） 安全な道路の整備のため適正な維持管理に努める。 

（シ） 橋梁の長寿命化計画に基づいた、適正かつ効率的な維持管理に努める。 

（ス） 災害時等の道路維持作業に緊急対応するための施設整備を図る。 

（セ） 留萌本線施設の有効活用に向け整備を促進する。 

（ソ） 地域公共交通の再編事業を推進する。 

 

（３）計画 

持続的発展 

施策区分 

事  業  名 

(施設名) 
事  業  内  容 

事業主

体 
備 考 

4.交通施設

の整備、交

通手段の確

保 

(1) 市町村道    

 道路 ・蓬莱通線 改良舗装 

 L=100m W=6.0m 
市 

 

・森元通線 改良舗装 

 L=930m W=5.5m 
市 

 

・花園通線 改良舗装 

 L=560m W=5.5m 
市 

 

・６号線 大型視線誘導標設置 

 L=3,600m W=7.0m 
市 

 

・仲町通線 改良舗装 

 L=543m W=4.0m 
市 

 

・仲町通線 改良舗装 

 L=1,100m W=6.0m 
市 

 

・音 31 号線 改良舗装 

 L=70m W=5.0m 
市 

 

・音 19 号線 改良舗装 

 L=250m W=5.5m 
市 

 

・２丁目線 改良舗装 

 L=550m W=5.5m 
市 

 

・二番通線 改良舗装 

 L=1,240m W=5.5m 
市 

 

・８丁目線 改良舗装 

 L=150m W=5.5m 
市 

 

・７丁目線 改良舗装 

 L=250m W=3.5m@2 
市 

 

・工業団地２号線 改良舗装 

 L=270m W=5.5m 
市 

 

・道道深川停車場線 改良舗装 

L=160m W=7.0m 
市 

 

・地方道路等整備事業 

道路改良舗装  
市 

 

・緊急自然災害防止対策事業 

道路改良舗装  
市 
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橋梁 ・橋梁長寿命化計画による橋梁維持補修及び架替 
市 

 

・第 1 入志別橋 橋梁架替 

 L=30.5ｍ W=8.7ｍ 
市 

 

・錦橋 橋梁架替 

L＝10.16 W=5.2m 
市 

 

・南水源橋 橋梁架替 

L＝18.40 W=4.0m 
市 

 

・国見橋 橋梁架替 

L＝16.40 W=4.0m 
市 

 

・西石狩橋 橋梁架替 

L＝19.10 W=4.5m 
市 

 

・石狩橋 橋梁架替 

L＝8.37 W=4.5m 
市 

 

(2)農道 ・納内１丁目線農道整備 

改良・舗装 520m 市 
 

(5)鉄道施設等 ・留萌本線跡地整備 

L=5.5Km 市 
 

(8) 道路整備機械

等 

・建設整備機械 

 小型ロータリ１台、大型ロータリ１台 

 除雪ドーザ１台、グレーダ１台、除雪トラック１台 
市 

 

(9) 過疎地域持続

的発展特別事業 

 
 

 

 公共交通 ・公共交通再編事業 

 将来的に市内公共交通を維持・確保していくため、公共

交通空白地域における移動手段として AI デマンド交通や

MaaS など新たな交通サービスの導入を図る。 

市 

交通事

業者 

【効果】 

 持続可能な公共交通

網の形成に資する。 

その他 ・深川市除排雪助成事業 

冬季を通して除排雪を実施する地域住民団体への事業

費の一部を助成する。 市 

【効果】 

市道及び私道の冬季

間における交通安全と

生活環境の向上が図ら

れる。 

(10)その他 ・公共交通拠点施設整備 

 広域公共交通や市内公共交通の交通結節機能の強化に

向け、運用コスト等を踏まえ他の機能を有する施設との複

合化により、公共交通拠点施設を整備する。 

市 

 

・深川市管内橋梁点検 

深川市管内に設置されている橋梁を長寿命化計画に基

づき計画的な施設の点検や診断を行うことにより潜在的

な危険を把握し、今後の適切な維持管理や修繕事業の実施

により第３者被害の防止を含め、道路交通の安全を確保す

る。 

市 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合  

交通施設の整備、交通手段の確保に係るインフラ施設の基本方針は以下のとおりとする。 

（ア）道路・道路付属物 

①道路 

道路・交通網は、産業活動や日常生活を支えるとともに、人々の交流を促進する重要な基盤で

あり、道路パトロールなどによって路面状況等を把握するとともに、更新需要の平準化に向けて
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計画的な整備に努める。今後は、修繕の必要性とともに、路線特性や機能性・安全性等を考慮して

修繕優先順位を定めた、個別施設計画の策定推進を行う。深川市管理の道路に対して計画・修繕・

調査・改善（PDCA サイクル）を定期的に実施し、マネジメントサイクルを定着させることを目的

に以下の方針に沿って計画を進める。 

・自動車交通の円滑化及び地域の産業経済の活性化を図るため、国道・道道など広域交通網の整

備について要請活動を継続  

・都市施設である都市計画道路整備を推進するとともに、未整備の都市計画道路の見直しを含め

て検討 

・市民生活の利便性向上のため、国道・道道など広域交通道路網とのネットワークを考慮した市

道の整備を行うとともに、狭あい私道の拡幅整備を促進  

・高齢者や障がい者をはじめ、誰もが安全で快適な歩行空間を確保できるよう、道路の移動円滑

化整備ガイドラインに基づいたバリアフリー化歩道の整備を行う  

・市内の防災力強化と都市景観の向上のため、中心市街地の無電柱化を促進 

・安全な交通を確保するため、適切な道路の維持管理に取り組む 

・冬期における道路交通の確保のため、除排雪機械の整備・更新を行うとともに、除排雪オペレー

ター養成事業を促進するなど、除排雪技術の確保・向上を図る 

②道路付属物 

トンネルの定期点検は平成 26年７月の道路法改正により、すべての道路管理者が近接目視による

定期点検を５年に一度行うことが義務付けられている。さらに定期点検を補完するため、日常点検

と地震、台風等の災害時や、大きな交通事故等の際に行う臨時点検により、定期点検を補完し、トン

ネル・カルバートの状態を把握する。本市においては『深川市道路附属物長寿命化修繕計画』に基づ

いて定期点検を行う。 

③橋梁 

今後急速に増大する老朽化橋梁を計画的・効果的に保全するため、令和２年３月に策定した「深

川市橋梁長寿命化修繕計画」に基づく計画的な修繕や、平成 26 年７月に改正された道路法施行規則

に基づく定期的な近接目視点検などを通じて、損傷等を早期に把握し、長寿命化につなげる。基本

的な方針は、以下の通りとする。 

・橋梁のおかれた環境条件等から損傷に対する事前予測や劣化予測を行い、予防的な修繕等の実施

を徹底することにより、修繕・架替えに係る事業費の大規模化及び高コスト化を回避し、トータ

ルコストの縮減を図る。 

・損傷が発生してから対応する事後保全型の管理から、劣化の進行を予測して適切な修繕を行う予

防保全型の管理への転換を図る。 

・計画的かつ効率的な管理の推進により更新時期の平準化とコスト最小化を図る。 

・詳細点検結果に基づく橋梁の健全度把握及び損傷状況に応じて橋梁長寿命化修繕計画を見直す。 
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６．生活環境の整備   

 

（１）現況と問題点 

（ア）公園・緑地 

本市では、自然緑地、生産緑地が多く緑地環境に恵まれており、都市計画地域内には、街区公

園（18ヵ所）3.4ha、石狩緑地 27.7ha、総合運動公園 16.0ha、グリーンパーク２１ 5.6ha、広里

公園 3.9ha の公園が開設されている。 

今後、潤いと安らぎのある緑豊かな都市空間の形成を図るため、市民と一体となった緑化運動

を展開しながら、地域住民の休養、レクリエーションや世代間交流の場として地域の活性化に資

する都市公園の整備を図る必要がある。 

 

（イ）住環境 

市営住宅は、令和６年度末現在の管理戸数 610 戸のうち、37％程度が耐用年数の過半を経過し

ており、浴槽のない住宅も数多くあるなど建物の老朽化と併せて居住水準の低い住宅を抱えてい

る。 

このため、令和元年度に策定した「公営住宅等長寿命化計画」に基づき、老朽住宅の建て替え

と既存住宅の改善を行うとともに、バリアフリーに対応した住宅の機能確保や周辺環境の整備に

取り組む必要がある。 

また、民間住宅においては、これまで住宅持家の促進やリフォーム助成による既存住宅の整備

などによる定住対策に取り組んでおり、平成 30 年度に策定した住生活基本計画に基づき、より

望ましい住宅の性能や住環境の向上及び、福祉施策やまちづくり施策との連携のとれた住宅施策

の展開を図り、安全で安心して永く住める環境づくりに努めている。 

市内において適切な管理が行われていない空家等については、その所有者等に対して管理の改

善などの指導を行っているが、今後、空家の有効活用などの取り組みを進める必要がある。 

      

（ウ）上水道 

本市の水道は、令和６年度末現在の総人口に対する普及率は 97.4％となっており、引き続き安

全で安心して飲める水道水を供給するため、定期的な水質検査を実施し、水質の安全性を確保す

る必要がある。 

また、漏水調査の実施により、漏水箇所の早期発見、早期修繕を行い、有収率の向上を図ると

ともに、水道施設の更新及び老朽管の布設替えを実施し、施設の適正な維持管理に努める必要が

ある。 

  

（エ）下水道 

本市の下水道事業は、公共下水道事業、農業集落排水事業、個別排水処理施設整備事業の３つ

の事業を行い、公衆衛生と生活環境の向上を推進している。 

都市計画区域内を整備している公共下水道事業は、昭和 47 年に事業認可を受け、現在 788ha

の整備計画に基づき整備を進めている。 

農業集落排水事業は、納内地区 74ha を平成２年に整備完了、多度志地区 54ha を平成 10 年に
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整備完了し、汚水処理を開始した。 

個別排水処理施設整備事業は、公共下水道事業及び農業集落排水事業以外の地域の環境保全等

のため、平成７年度から住宅敷地内に合併処理浄化槽を設置し、維持管理を行っている。 

令和６年度末における本市の生活排水施設総合普及率は 95.7%で、令和元年度に比べて 1.4％

向上している。また、処理区域内における水洗化の状況は、公共下水道で 96.6%、令和元年度に

比べて 1.5％向上しており、農業集落排水で 90.5%、令和元年度に比べて 0.1％低下している。 

このようなことから、管渠の布設、施設の更新及び修繕を行い、侵入対策を含めた適正な維持

管理を行うとともに、公共下水道・農業集落排水事業処理区域内未接続家屋の解消により、水洗

化率を含めた下水道接続率の向上に努める必要がある。 

さらに、個別排水処理施設整備事業により合併処理浄化槽の設置を推進し、生活排水処理の総

合的な対策を進める必要がある。 

 

（オ）廃棄物処理 

資源循環型社会をめざし、本市で排出されるごみは、本市ほか近隣４町で構成する北空知衛生

センター組合で共同処理し、「燃やせるごみ」と「生ごみ」についてはエネルギー回収（燃やせる

ごみは本市を含む５市９町で構成する中・北空知廃棄物処理広域連合の処理施設で焼却処理）を

行い、「燃やせないごみ」は手作業で一部を資源ごみ、燃やせるごみに選別することにより、埋立

ごみの減量を図っている。 

より一層ごみの減量を図るため、市民・事業者・行政の連携した排出抑制及び再利用の取り組

みが必要である。 

また、最終処分場の適切な維持管理のために重機の整備を図るなど、廃棄物処理体制の確保に

努める必要がある。なお、ごみ及びし尿処理施設については、供用開始から 20 年以上が経過し、

搬入量の減少とともに、ごみ質の変化を考慮しつつ更なるごみの資源化等のため、機械設備の更

新等を含めた施設整備の必要がある。 

 

（カ）環境衛生 

環境の保全及び創造に関する基本的な計画である「第２次深川市環境基本計画」を平成 30 年

度に策定し、本計画の推進に向け、市民・事業者・市が連携、協働しながら、それぞれの立場で

役割を担うことが必要である。 

また、深川市環境衛生協会等と連携しながら、環境美化の向上と地域の自主的な環境保全の支

援を行い、市民一人ひとりの環境に対する意識高揚を図っていく必要がある。 

 

（キ）交通安全 

本市においては、交通安全協会をはじめとする関係機関・団体と密接な連携・協力のもとに市

民総ぐるみで交通安全の確保に努めており、交通事故発生件数は近年、概ね横ばいで推移してい

る。 

しかし、今後においても、家庭・学校・職場・町内会活動をはじめあらゆる機会を通じて安全

意識の高揚に努める必要がある。 

また、安心して通行できるよう歩道や信号機など交通安全施設の整備、除排雪の徹底など交通
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環境の整備も必要である。 

 

（ク）消防・救急 

昭和 47 年に１市５町で深川地区消防組合を設立。令和２年３月に幌加内町が他の組合へ転出

したことにより、以降は１市４町で組合を構成し、連携を図りながら消防事務を運営している。 

近年、市民生活や建築物の構造が多様化するとともに高齢者の増加などにより、一旦火災が発

生した場合、その様相は、複雑化すると予想される。 

また、異常気象による豪雨や大規模地震等などの自然災害が発生すると被害は甚大で市民生活

に与える影響は計り知れない。 

このため、消防における各種災害対応能力として消防車両及び消防資機材の整備、消防施設及

び通信指令施設の整備・維持管理や消防隊員の適正な人員配置が必要である。 

消火栓及び防火水槽等の消防水利については、水利種別の偏りを避けながら逐次整備する必要

がある。 

さらに火災による焼死者をなくすため、住宅用火災警報器の適切な維持管理など、住宅防火対

策を促進し、市民の火災予防に対する認識を高めるとともに、消防団員確保をより一層推進する

こと等により地域の防火安全対策の充実を図る必要がある。 

救急については、メディカルコントロール体制の充実・強化やドクターヘリとの連携など、救

急業務を取り巻く環境が変化している中、高齢化社会において、地域住民の救急に対するニーズ

は、心疾患・脳疾患などの循環器系患者の増加や自動車の増加などによる道路交通事故の危険性

が増すことが考えられることから、救急・救助業務の高度化に資するため、救急救命士の養成な

ど隊員の能力向上を図るとともに、救急・救助資器材や救急車両の整備に努める必要がある。 

 

（ケ）防 災 

本市は、多くの中・小河川が合流して石狩川、雨竜川などへと流下しており、これまでも豪雨

時には未改修区間において浸水等の被害が発生しているため、令和元年度には、住民の避難場所

などを示したハザードマップの更新と合わせて深川市防災ガイドブックを作成し、本市の減災対

策に取り組むなどしている。 

今後は、豪雨、融雪期の浸水等を防止するため、恒久的な防災対策である河川の改修や危険箇

所の改善に努めるとともに、防災のための設備や資機材の充実、防災訓練などを通じての防災意

識の高揚を図ることが重要となる。 

また、災害時の防災拠点としての機能を担う新庁舎は、令和５年度に供用を開始し、現在は災

害対策本部機能の維持・確保に努めているところである。また、新庁舎内には防災物品倉庫も併

設しており、庁舎全体として防災拠点機能のさらなる強化を図っていく必要がある。 

さらに、深川市地域防災計画や深川市強靭化計画に基づき、迅速な対応ができるよう市民一体

となった防災・減災体制の強化を図る必要がある。 

 

（コ）防 犯 

本市においては、防犯協会や関係機関・団体と連携協力をして、安全・安心な地域社会の実現

に努めているが、近年、万引きや空き巣などの窃盗事件が多数発生しているほか、お年寄りを狙
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った犯罪も増加している。 

このため、シルバークラブでの防犯教室の開催など未然の防止を図る必要がある。また、夜間

安心して通行できるよう防犯灯などの設置を促進する必要がある。 

 

（サ）バリアフリー化の推進 ※住宅の除排雪の項目削除 

市街地の道路及び公共施設は、高齢者や障がい者等も含めた多くの市民が利用することから、

引き続き「バリアフリー基本構想」に基づくバリアフリー化を推進するとともに、道路において

は景観や防災面などに有効な無電柱化を推進する必要がある。 

 

（２）その対策 

（ア） 都市公園の各施設状況に応じ、適切な維持管理と維持補修に努める。 

（イ） 機能的で快適な市営住宅の建替を推進する。 

（ウ） 民間住宅のバリアフリー化及び耐震化、耐久性向上等の促進に努める。 

（エ） 「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、空家等対策計画を策定し対応するとと

もに、不適切な空家等の解消に努める。 

（オ） 上水道は、老朽管の布設替えや漏水調査・保守点検などの実施による有収率の向上に努め

るとともに、電気計装設備及びポンプ設備の施設更新などを計画的に行い、適正な水道施設

の維持管理に努める。 

（カ） 下水道は、道路改良事業に併せての面整備及び処理施設の老朽機器の更新を進める。 

（キ） 処理区域内の下水道等未接続者への普及啓発活動を推進する。 

（ク） 集合処理の適さない農村部において合併処理浄化槽整備を推進する。 

（ケ） ごみの資源化意識の高揚を図り、分別の徹底及び減量化を促進する。 

（コ） 最終処分場で使用する重機の更新を計画的に行い、廃棄物処理体制の確保に努める。 

（サ） ごみの減少や施設の老朽化に伴う施設・設備の更新及びごみ処理の効率化を推進する。 

（シ） 更なるごみの資源化等のため、ごみ分別区分の創設やそれに伴う施設整備を推進する。 

（ス） 交通安全教育の徹底に努めるとともに、歩道や街路灯の整備を推進する。 

（セ） 予防行政の積極的な推進により、防火意識の高揚に努める。 

（ソ） 消防力の強化を図るため、消防施設及び通信指令施設や消防車両の整備を推進する。 

（タ） 水道消火栓や防火水槽等を地域の実情に応じて適切に配置する。 

（チ） 救急体制や施設の整備を推進する。 

（ツ） 防災のための資機材などの充実や地域における防災訓練などにより、防災意識の啓発に努

める。 

（テ） 住民の夜間の安全と防犯のため、町内会等による防犯灯の設置促進と適切な維持管理に努

める。 

（ト） 除雪の相談に対応できる体制維持に努める。 

（ナ） 市内各路線のバリアフリー整備を今後も継続していくとともに、併せて地域防災と景観形

成の両面から無電柱化路線を検討し、整備を進めていく。 
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（３）計画 

持続的発展 

施策区分 

事  業  名 

(施設名) 
事  業  内  容 事業主体 備 考 

5.生活環境

の整備 

(2)下水処理施設    

 公共下水道 ・公共下水道 

管渠（汚水・雨水）、処理場機器更新、国道・道道を含

めた無電柱化事業に伴う管渠等の移設 
市 

 

農業集落排水

施設 

・農業集落排水 納内地区、多度志地区 

管渠（汚水・雨水）、処理場機器更新 市 
 

その他 ・個別排水処理施設 

合併処理浄化槽設置 55 基 市 
 

(3)廃棄物処理施設  
 

 

 ごみ処理施設 

し尿処理施設 

・建設整備機械 

 タイヤショベル１台 市 
 

・廃棄物最終処分場改修 
市 

 

・可燃ごみ運搬車両 

 コンテナ運搬車１台（コンテナ２基） 
北空知衛生 

センター組合 

 

・施設・設備改修  北空知衛生

センター組合 

 

(5) 消防施設 ・水道消火栓整備 

（改修 30 基） 消防組合 
 

・災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車Ⅱ型 1 台 
消防組合 

 

・消防救急デジタル無線設備更新 
消防組合 

 

・可搬消防ポンプ積載資機材搬送車１台 
消防組合 

 

・高規格救急自動車１台 
消防組合 

 

・消防ポンプ自動車（ＣＤ-１）１台 
消防組合 

 

・防災広報車１台 
消防組合 

 

・高機能消防指令システム更新 
消防組合 

 

(6) 公営住宅 ・北光団地 

解体 市 
 

・蓬莱団地 

設計・移転建替 市 
 

・幸町団地 

設計・建替・解体 市 
 

・芙蓉団地 

 住戸改善 市 
 

・広里団地 

 住戸改善 市 
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(7) 過疎地域持続

的発展特別事業 

 
 

 

 生活 ・民間住宅助成制度 

住宅持家の促進、住宅バリアフリー改修、住宅耐震改

修等に要する費用の一部を助成する。 市 

【効果】 

市内での定住促進・ま

ちなか居住、高齢者・障

がい者対策、耐震改修促

進などに資する。 

(8)その他 ・緊急自然災害防止対策事業・自然災害防止事業 

護岸整備 N=6 河川 

近年の異常気象は、今までの応急的な修繕では、冠水

被害を防ぐことが困難であることから、護岸整備をする

ことにより、市民の安全と財産を守り、災害に対する予

防保全を推進する。 

市 

 

・緊急浚渫推進事業 

河道掘削 N=10 河川 

 今後の局地的な大雨を見据えると、河川の維持管理は

より一層重要となる。特に河道内の土砂堆積の進行は、

川の流れを阻害し、氾濫等が発生した場合の被害は甚大

となることから、重要な事前予防対策の一つとして、河

道内の土砂を掘削し、災害に対する予防保全を推進す

る。 

市 

 

・グリーンパーク 21 みどり館改修等 
市 

 

 
 （４）公共施設等総合管理計画等との整合    

生活環境の整備に係る各公共施設類型及びインフラ施設の基本方針は以下のとおりとする。 

（ア）ごみ処理施設 

ごみ処理施設は一般廃棄物最終処分場が該当する。資源循環型社会を構築するため、ごみ処理

基本計画に則り適切な分別を進め、埋め立てを行うごみ量を減らすことで、一般廃棄物最終処分

場の延命化に努める。また、埋立量は、経済状況や災害等の影響を大きく受けることから、次期最

終処分場の建設については、残余容量の推移を把握しつつ、適切な時期について検討を行う。 

（イ）公営住宅 

市営住宅は市内５地区に 13 団地 72棟がある。古い建物と新しい建物が混在しており、今後も、

今ある市営住宅をできるだけ長く有効活用しながら、維持費の縮減、修繕や更新時期の分散化、

毎年の事業費の平準化を図る。また、『深川市公営住宅等長寿命化計画』を策定しており、計画に

則り施設の長寿命化を進める。 

（ウ）公園 

公園の施設状況に適した維持管理に努める。 

【公園施設の種類に応じた日常点検・定期点検毎の点検実施体制】 

・公園施設全般にわたり、市担当職員又は市が管理委託する者が随時点検を実施し、公園施設の

機能維持・安全性・劣化状況等を把握する。 

・保守計画立案や実施方法のマニュアル化など効果的な維持管理が出来るよう取り組む。 

・公園台帳の記録や利用者からの意見・要望を基に、点検・保守時に事前対応できるようデータベ

ース化に取り組む。 

・施設の老朽化の状況や公園の利用状況に合わせて優先順位を設定し、順次、基準に適合した施

設へと更新する。 
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【点検方法等の基本的な方針】 

・日常点検は目視を基本として施設の異常の有無を確認する。 

・点検により異常が確認された場合は、必要に応じて使用禁止などの措置を講じるとともに、修

繕方法など検討し適切な対策を実施する。 

（エ）上水道 

大規模断水を未然に防止するため、継続的な漏水調査の実施による漏水箇所の早期発見、早期

修繕に努めるとともに、水道施設が市民生活を支える重要なインフラであることを踏まえ、近年

多発する自然災害などに対応できるよう、非常時や災害時における危機管理上の観点も考慮しな

がら施設の修繕等を検討する。今後は、これまでに整備してきた配水管等の老朽化が進み、また

耐震化への布設替えが必要なことから、平成 29年３月に策定し、令和２年 10 月に改定した『深

川市水道事業経営戦略』に基づき構造物や設備の更新、経営基盤の強化に務める。 

（オ）下水道 

本市では『深川市下水道事業経営戦略』を策定し、「豊かな水と健全なくらしを未来につなげる

下水道」を経営戦略の基本理念とした。持続可能な循環型社会の実現に向けて、安定的な下水道

サービスを提供するため、令和５年度より地方公営企業法を適用し、経営基盤の強化と健全な下

水道事業の運営を目指す。 
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７．子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

 

（１）現況と問題点 

（ア）児童福祉    

本市では、これまで子ども医療費の支給や妊産婦に対する応援金事業などを実施し、安心して

子どもを産み育てられるための児童福祉対策に取り組んでいるが、全国・全道を上回るスピード

で少子化が進行しているため、幼児期の教育・保育・子育て支援を総合的かつ一体的に提供し、

次代を担う子どもたちが健やかに生まれ、かつ育成される環境の整備・充実を図るなどして、合

計特殊出生率を向上させることが必要である。 

このため、本市における、こども子育て支援の基本的な考え方を示し、地域全体で子育てを応

援していく機運を醸成することを目的として、令和７年３月に「深川市こども子育て条例」を制

定した。さらに、同じく令和７年３月に策定した「第３期 深川市子ども・子育て支援事業計画」

を包含した「深川市こども計画」の施策目標であるこども・若者を権利の主体とし、その当事者

であるこどもや若者の意見を活かし、対話による施策の推進や、母性並びに乳幼児等の健康の確

保及び増進等のサービスの充実、ワークライフバランスの推進、地域における子育ての支援、こ

どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、こども等の安全の確保、子育てを支援する

生活環境の整備、こどもに関する専門的な知識及び技術を要する支援の充実等を図る必要がある。 

また、少子化により園児が減少していることから、市内保育所の活性化や運営支援のため、他

地域の子育て世帯の一時的な受け入れを行う必要がある。 

 

（イ）地域福祉 

本市では、社会福祉協議会を中心に民生委員・児童委員や福祉団体ボランティアなどによる地

域福祉活動が展開されており、市民参加と協力による小地域ネットワーク活動が拡大しつつある

が、その一方で、少子高齢化や人口減少が進み、家庭内で支えあう力の低下や、社会活動の担い

手が足りず固定化し、支える側の高齢化の問題など、今後も地域住民の相互協力による活動の推

進が不可欠である。 

このため、多様化し増大する福祉ニーズに対応するため、行政・地域住民・福祉関係団体・事

業者などと連携を図り、公私協働による本市の特性に応じた地域福祉を推進する体制を整備する

とともに、福祉意識の醸成や民間福祉団体、ボランティア活動の育成促進に努めるなどの支援が

必要である。 

さらに、地域住民が抱える課題が複雑化・複合化する中で、支援ニーズに対応する相談支援や

地域づくりなど、包括的な支援体制を構築する必要がある。 

 

（ウ）高齢者福祉 

令和２年（国勢調査）の本市の高齢者人口（65 歳以上）は、8,551 人で、高齢化率は 42.7％で

あり、全道平均の 32.1％を大きく上回っている。平成 27 年の高齢者人口 8,628 人（高齢化率

39.4％）と比べ 3.3 ポイント増加しており、令和６年 10 月１日現在の住民基本台帳においても

8,022 人（高齢化率 43.5％）と依然増加傾向にあり、今後も本市の高齢者人口及び高齢化率はま

すます増加していくものと予想される。 
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本市では、令和６年度に高齢者福祉施策及び介護保険事業の基盤となる「第 10 次深川市高齢

者福祉計画・第９次介護保険事業計画」を策定したところである。 

今後、これらの計画に基づき、高齢者の経験や能力が活かされる就業機会の拡大、生涯を通じ

た学習活動や地域づくり活動など社会参加の促進に加えて、高齢者が可能な限り住み慣れた家庭

や地域の中で、安全で安心な生活を送ることができるよう、生活環境の整備や地域全体で高齢者

等を支える体制づくりを進めるとともに、保健活動や医療サービスの充実により健康の保持増進

を図る必要がある。 

また、介護予防の推進、認知症高齢者支援の推進及び地域包括ケアシステムの深化・推進を図

るとともに、利用者の選択により保健・医療・福祉にわたる総合的な介護サービスを提供する体

制の整備を進め、介護を必要とする高齢者とその家族に対しての福祉サービスをより一層充実さ

せていく必要がある。 

さらに、「深川市高齢者憲章」の趣旨を踏まえ、高齢者問題をすべての世代の共通の課題とし

て受け止め、長寿社会の一員としての意識啓発を機会あるごとに進める必要がある。 

 

（エ）障がい者福祉 

令和７年３月末現在、本市の身体障害者手帳の交付を受けている人は 1,175 人、療育手帳を受

けている人は 320 人、精神障害者保健福祉手帳を受けている人は 130 人である。 

平成 25 年に施行された障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービスの提供や、地域の実情

に応じて実施する地域生活支援事業の実施、障がいや障がいのある人に対する市民の理解を促進

し、障がい者の福祉向上を図っている。 

しかし、障がい福祉を取り巻く環境は、高齢化や障がいの重度・重症化、発達障がいや強度行

動障がいなどの特性に応じた切れ目のない支援の必要性などを背景に、多様化・複雑化している。 

このため、障がいや障がいのある人に対する市民の理解を促進し、障がいのある人とない人の

地域の中での交流や、まちづくり・地域づくりへの参加を進め障がいの有無にかかわらず、一人

ひとりが社会の一員として役割と責任を担いながら、住み慣れた地域で「ともに学び、ともに働

き、ともに暮らす共生社会の実現」を目指した取り組みを強化していく必要がある。 

また、障がい者が安心して生活できる住居を容易に確保できるよう、その障がいの程度に対応

したグループホームなどを整備するとともに、保健・医療・福祉が密接に連携し、障がい児の早

期発見・早期療育体制の整備充実に努める必要がある。 

 

（オ）ひとり親福祉 

ひとり親家庭の母または父は、経済的困窮や子どもの養育等様々な課題を抱える場合が多いた

め、ひとり親家庭の児童の健全育成とともに、ひとり親自身の健康の保持増進や福祉の増進が必

要である。 

このため、ひとり親家庭等の親や児童を対象とした医療費支給事業、母子家庭及び父子家庭

の母又は父に対する就業支援を柱とした自立支援策、母子（父子）寡婦世帯に対する経済的自

立を促進するための各種福祉資金の活用を図るとともに疾病時などの緊急一時的な介護、保育

サービスと相談機能の充実に取り組んでおり、今後も引き続きひとり親福祉対策を推進する必

要がある。 
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（カ）保 健 

医療技術の進歩、新たな感染症の発生など、保健医療行政を取り巻く環境は大きく変化し、保

健医療に対するニーズも多様化・高度化している。 

人口の高齢化による認知症や要介護者の増加、生活習慣に起因する疾病での医療費の高騰、社

会構造の変化や雇用環境に伴うこころの健康への影響などに対応するため、生涯を通じた市民の

健康づくりを総合的に推進していく必要がある。 

引き続き、保健・医療・福祉との連携を図りながら、疾病の予防・健康増進活動や各医療費支

給事業などの充実や、総合的な保健医療体制の確立に努め、児童・高齢者・障がい者などすべて

の住民が安心して健やかに住み続けられるまちづくりを推進する必要がある。 

 

（２）その対策   

（ア） 少子高齢社会の問題を各世代共通の課題として、意識啓発に努める。 

（イ） 地域の子育て家庭の支援体制の充実を図るため、子育て支援センターの機能充実やつどい

の広場事業の充実に努めるとともに、会員組織の「子育てサポート」や子育てネットワーク

機能の「ふかがわ すきやき隊」の活動の支援に努める。 

（ウ） 児童を養育している家庭の経済的援助を促進するため、児童手当をはじめ、児童扶養手当

等の制度の拡充を引き続き国・道に要望するとともに、国の幼児教育・保育の無償化への対

応と、無償化の対象とならなかった３歳未満児の保育所保育料軽減率の拡充など市の独自の

軽減措置を継続する。 

（エ） 男女共同参画による子育てを促進するため、意識啓発を図る周知、広報に努める。 

（オ） 児童の権利条約の趣旨を踏まえ、子どもの人権の尊重を図るため、広報紙やホームページ

など多様な場面での普及啓発に努める。 

（カ） 仕事と子育てとの両立を支援するため、ニーズに応じて、病児・病後児保育を無償化し、乳

児保育、一時的保育、障がい児保育など多様な保育サービスの提供に努める。 

（キ） 市内保育所の安定運営とサービスの拡充を図るため、老朽化した保育施設の維持更新や認

定こども園の設置に対する支援、保育所の適正配置や保育所における保育の質の向上のため

の取り組みを推進するとともに、放課後児童健全育成事業（学童保育）の充実などにより、児

童の放課後対策に努める。 

（ク） 妊娠・出産・育児期を通して継続した支援を行い、次代を担う子どもたちの、生涯を通じた

健康づくりのための生活習慣の基礎を築く。 

（ケ） 社会福祉協議会などの民間福祉団体やボランティア団体を強化育成し、民間福祉活動の充

実に努める。 

（コ） 日常生活における移動手段として、通院や買い物等に出かけやすい環境を整えることで地

域間格差の解消を図るとともに、積極的な社会参加の促進や福祉の増進を図る。 

（サ） 居宅サービス・施設サービス・地域密着型サービスの介護保険サービス及び在宅福祉サー

ビスの充実を図る。 

（シ） 福祉サービスの充実と自立・社会参加の促進に努める。 

（ス） 高齢者や障がい者の福祉サービス供給体制や在宅生活支援の充実を図るとともに、雇用の

場を確保するため、社会福祉法人等が行う福祉施設の整備の支援に努める。 
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（セ） 高齢者や障がい者などの自立と生きがいを促進するため、就労機会の確保、学習機会の提

供、地域づくり活動や社会参加の促進と、地域での安全・安心な生活を支援する体制づくり

に努める。 

（ソ） 共生社会又はノーマライゼーションの市民の理解度を高めるため、普及・啓発に努める。 

（タ） ひとり親世帯等に対する経済的自立を促進するため、相談機能の充実に努める。 

（チ） 疾病予防や健康増進活動の充実に努める。 

（ツ） 子ども医療費、重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成制度の拡充を国及び道

に要望するとともに、医療費支給事業の充実に努める。 

（テ） 各年齢期に応じた健診体制と、健診結果に基づいた保健指導に努め、生活習慣病の発症及

び重症化予防を図る。 

 

（３）計画   

持続的発展 

施策区分 

事  業  名 

(施設名) 
事  業  内  容 

事業主

体 
備 考 

6.子育て環

境の確保、

高齢者等の

保健及び福

祉の向上及

び増進 

(1)児童福祉施設    

 保育所 ・新中央保育園改修 市 
 

(2)認定子ども園 ・音江中央保育園建設 社会福祉 

法人 

 

(3)高齢者福祉施設    

 老人福祉センター ・総合福祉センター改修 市  

 その他 ・老人いこいの家改修 市  

(8) 過疎地域持続

的発展特別事業 

 
 

 

 児童福祉 ・保育所保育料の軽減対策 

国が実施する保育所保育料の軽減策に加え、本市独自の

軽減措置を講じることで、保護者の経済的負担の軽減を図

る。 
市 

【効果】 

 安心して子どもを産

み育てることができる

環境の整備が図られ、少

子化対策・人口減少対策

としての効果が期待で

きる。 

・子ども医療費支給事業 

安心して医療を受けられる環境を整備するため、高校生

等までの医療費について、一定所得以下の世帯の医療費負

担を無料化する。 
市 

【効果】 

少子化対策の一翼と

なり、人口の減少による

過疎の進行を抑制でき

る。 

・妊娠・出産応援交付金事業 

妊婦が、健やかな妊娠と出産をむかえられるよう妊娠・

出産応援費用及び妊産婦健診費用を妊娠中に現金で交付

する。 
市 

【効果】 

経済的負担の軽減な

ど、安心して子どもを産

み育てられる環境づく

りに資する。 

・保育所一時受入事業 

他地域の子育て世帯の一時的な受け入れを行うにあたり、

宿泊や連絡調整など滞在するための環境を整備する。 
市 

【効果】 

少子化により園児が

減少している市内保育

所等に対し運営支援に

つながるとともに、地域

活性化が期待できる。 
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高齢者・障害者

福祉 

・移送サービス事業 

公共交通機関等の利用が困難でハイヤーを利用せざる

を得ない、車椅子やストレッチャー使用の高齢者及び身体

障がい者（児）等に対し、移送サービス事業を行う。 
市 

【効果】 

経済的負担を理由と

した医療機関受診控え

からの病状悪化を防止

でき、身体状況維持・在

宅生活継続が期待でき

る。 

・福祉除雪助成事業 

低所得世帯かつ除雪に困難を来す高齢者や障がい者宅

の門口や家回り等の除雪費用に対して一部を助成する。 
市 

【効果】 

 冬期間の安全・安心な

暮らしが確保され、地域

福祉の増進に期待でき

る。 

・障がい者等移動手段確保事業 

障がい者等の日常生活や通院などに必要な交通手段に

ついて、個々の状況に応じた適切な対応を図るため、ハイ

ヤー料金の一部助成を行う。 
市 

【効果】 

 経済的負担を理由と

した医療機関受診控え

からの病状悪化を防止

でき、身体状況維持・在

宅生活継続が期待でき

る。 

・高齢者バス利用料金助成事業 

通院や買い物等に出かけやすい環境を整えるため、70歳

以上の高齢者に対し路線バス利用料金の一部を助成する。 
市 

【効果】 

 地域間格差の解消が

図られ、高齢者の積極的

な社会参加の促進や福

祉の増進が期待される。 

 

 （４）公共施設等総合管理計画等との整合    

子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進に係る各公共施設類型の基本方針は

以下のとおりとする。 

（ア）子育て支援施設 

子育て支援センター・新中央保育園を除く３施設は老朽化も進んでいるが、人口減少や将来的

な需要見込み、周辺施設の配置状況等を踏まえ、若い世代が安心して子どもを生み育てられる環

境を維持するよう、検討していく。 

（イ）保健・福祉施設 

高齢者などが生きがいを感じながら生涯活躍し続けることのできる環境づくりを進める。利用

者が気軽に集まれるよう施設のバリアフリー化やニーズの把握に努めながら、施設の適切な管理

を行う。 

 

 



- 42 - 
 

８．医療の確保   

 

（１）現況と問題点 

本市には、令和６年度現在、病院・診療所 15、歯科診療所 10 の施設がある。令和２年度と比

較すると、病院・診療所が１施設の減、歯科診療所が３施設の減となっており、医師の高齢化や

市立病院の常勤医師の減少により、診療体制の確保が課題となっている。 

一方、高齢者医療や生活習慣病等の増加に伴い、医療に対する要求は高度化・多様化している

とともに、在宅医療・訪問看護等への対応の必要性が高まっている。 

このため、診療内容の充実、医師等の確保、医師会・関係機関による医療機関相互の連携を図

るなどして、総合的な医療供給体制や救急・休日・夜間等の医療体制を維持確保する必要がある。 

市立病院にあっては、平成 17年に移転改築してから 20年程が経過しており、地域センター病

院、災害拠点病院としての機能を維持するために、高額医療機器等の更新・整備、施設維持に必

要な改修工事等も計画的に進めていかなければならない。 

病院事業会計は、平成 20 年度決算で資金不足比率が 41.1％となり、地方公共団体の財政の健

全化に関する法律に基づき、「深川市立病院経営健全化計画」を策定し、目標より２年前倒しで

平成 25 年度決算において目標を達成したことにより計画を完了した。しかし、その後も資金の

不足が生じたことから、医療需要・環境が変化していく中で継続して安定した医療を提供してい

くため、平成 27 年３月に総務省が策定した「新公立病院改革ガイドライン」に沿って、平成 28

年３月に「深川市立病院新改革プラン」を策定した。 

これにより、令和２年度末以降は資金不足は発生していない。また、令和６年度末では収支改

善の取り組み効果の他、新型コロナウイルス感染症関係補助金等による現金残高があったため、

資金不足は発生しない見込みであるが、引き続き「深川市立病院経営強化プラン」の着実な実施

を図り経営改善策に取り組む必要がある。 

なお、各市立診療所に整備した医療機器については、導入してから一定程度の年数が経過して

おり、計画的な更新が必要となっている。 

 

（２）その対策 

（ア）  地域住民の需要に対応する適正な医療を供給するとともに、医療機関相互の連携を密にし、

包括的な医療提供体制の確立に努める。 

（イ） 医師の増員と常勤化及び医療水準の向上に対応する市立病院の医療機器の更新・整備及び

施設改修工事等を計画的に実施する。 

（ウ） 救急・休日・夜間の医療体制の維持確保を図る。 

（エ） 「深川市立病院経営強化プラン」を推進し、着実に実施する。 

（オ） 市立診療所の維持に努める。 
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 （３）計画                               （単位：千円） 

 

 （４）公共施設等総合管理計画等との整合   

医療の確保に係る各公共施設類型の基本方針は以下のとおりとする。 

（ア）医療系施設 

安定的な医療提供と経営の両立を図るため、必要な医療機器や施設の更新・整備に努める。 

持続的発展 

施策区分 

事  業  名 

(施設名) 
事  業  内  容 事業主体 備 考 

7.医療の確保 (1) 診療施設 

 
 

 

  

病院 ・医療機器購入 
市 

  

・施設改修整備 
市 

 

診療所 ・診療所医療機器購入 
市 

 

(3) 過疎地域持続

的発展特別事業 

 
 

 

 自治体病院 ・休日・夜間急病診療体制確保対策 

市民が安心して生活するうえで、休日・夜間の救急医療

体制の確保が必要であることから、医師会に委託し休日・

夜間急病診療体制を確保する。 市 

【効果】 

 市立病院における医師

の負担を軽減するととも

に診療体制の充実が図ら

れる。 
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９．教育の振興  

 

（１）現況と問題点 

（ア）幼児教育 

本市には、令和７年５月現在、２園の私立幼稚園があり、その在園児数は、３～５歳人口の約

27.6%に当たる 64 人となっている。 

少子化が進む中、幼児が集団生活を通じて望ましい習慣や態度を身につける場として、また豊

かな人間性を育てる基礎教育の場として、幼稚園の役割は重要となっている。 

このため、満３歳児を含めた適正な規模による個性豊かな幼稚園教育の充実が必要である。 

 

（イ）義務教育 

本市の義務教育施設は、小学校６校、中学校２校であり、人口の流出、出生数の減少により、

令和７年５月現在、小学校児童数 628 人、中学校生徒数 339 人と、令和２年と比較して、小学生

10.7％、中学生 8.6％、それぞれ減少している。 

社会の変化に的確に対応できる心豊かな人間の育成を目指し、知・徳・体の調和のとれた教育

の充実、文化と伝統の尊重や国際理解の教育を推進する必要がある。 

老朽化の著しい学校施設があることから、改築による施設の環境整備や教育の情報化を推進す

るための ICT 環境の整備による学習環境の向上が必要である。あわせて、児童生徒の学力向上の

ための生活習慣や学習習慣の改善、また教職員において働き方改革に資する取り組みが必要であ

る。 

児童生徒の健康の保持増進、体位の向上を目的に実施している学校給食については、平成 27年

度より一部事務組合で供給しており、安全で安心な給食を安定的に提供できるよう、環境の充実

を図っていくことが必要である。 

 

（ウ）特別支援教育 

心身に障がいのある児童生徒には、令和７年５月現在、小学校５校、中学校２校に、知的障害・

情緒障害などの５種別24学級を設置しているが、インクルーシブ教育システムの理念を踏まえ、

障がいのある子どもと障がいのない子どもが共に学べる環境を整備する必要がある。 

また、通級指導教室については、ことばや発達などに課題を抱える児童・生徒が、自身の持つ

能力を十分に発揮できるよう支援の充実が必要である。 

 

（エ）高校・大学教育等 

本市には、令和７年５月現在、道立の高等学校２校があり、その生徒数は 283 人で、令和２年

と比較して 18.2％減少している。 

人口減少と少子化に伴う中学校卒業者数の減少が続く中で、これからの次代を担う人材の育成

は地域の持続的発展にとっても重要であり、今後も教育内容の充実や改善を図るなど生徒や地域

社会の期待に応える魅力あふれる学校づくりが望まれる。 

平成４年４月に開校したクラーク記念国際高等学校（広域通信制）は、国際社会に対応できる

人材を育成する新しい仕組みの教育機関として設置され、全国に所在するキャンパス等では、
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11,000 人を超える生徒が学んでいる。 

本校がある深川市には、農業体験など本市の特性を生かした野外活動を中心としたスクーリン

グで毎年数多くの生徒が来市しており、今後の拡充とともに地域との交流が期待されている。 

さらに近年では、道内有数の強豪校に成長した同校硬式野球部に加え、女子バレーボール部の

活躍など、より一層、地域と密着した学校づくりを通じた地域の活性化が期待されている。 

あわせて、地域医療を守るための看護職の人材育成及び医療の確保を担う深川医師会附属准看

護学院の運営を支援する必要がある。  

大学としては、昭和 41 年に開学した拓殖大学北海道短期大学（以下、北短）があるが、近年の

入学生の急激な減少により、令和７年度からの保育学科の学生募集停止、そして、令和８年度か

らは農学ビジネス学科の募集停止が決まっている。資質の高い人材の育成と生涯学習の推進に大

きな貢献を果たしてきた北短がなくなることは、本市の人口動態や地域振興は勿論のこと、市内

のみならず管内の高校生の進学の選択肢が狭まるなど、教育活動へも影響を与えると考えられる

ことから、北短の教育施設としての有効活用に向けて、今後も北短と十分な連携を図る必要があ

る。また、新たな教育機関が開設された際には、全国的に少子化が進んでいる背景を踏まえ、北

短同様に地域に根差した教育機関となるよう運営を支援する必要がある。 

 

（オ）社会教育 

市民が生涯にわたり、自由に学習の機会を選択して学ぶことができ、その成果を日常生活等に

適切に生かすことができる生涯学習社会の実現が求められており、市民同士が学び合い、教え合

う相互学習などの活動は、他の市民や様々な機関・団体とのつながりをつくるきっかけとなり、

活力ある地域コミュニティづくりにつながることが期待されている。 

日頃の学習成果をボランティア活動等で活かし地域社会に還元することは、生涯学習社会の実

現のためにも必要であり、学校支援活動をはじめとするボランティア活動の更なる充実や、また、

「超高齢化社会」を迎えた今、高齢者の知恵と経験を生かした活動の場の創出も求められている。 

青少年の育成は、学校や地域の枠を超えた交流の機会や、異年齢集団での活動機会が減少して

いる中、青少年活動リーダー育成の研修会や子どもたちが企画する事業の実施、地域子ども会事

業の推進などに取り組んでおり、今後も子どもたちが地域社会の中で活躍できる力を養う必要が

ある。また、学校・家庭・地域などが連携して、健全な育成環境の確保に努める必要がある。 

また、放課後等の子どもの安心・安全な居場所を設置し、各種学習・体験事業を通じて、子ど

も同士の交流と地域が一体となった活動の促進が必要である。 

さらに、生涯学習の観点に立った体系的な学習機会の拡充に加え、地区公民館をはじめ生きが

い文化センター、図書館などの社会教育施設の整備・改修や施設間の連携により、市民の自発的

な学習活動が一層進展するよう施設機能を充実する必要がある。 

特に老朽化が著しい中央公民館については、現在、同館の代替機能を備えた複合施設の整備が

進められており、令和８年中の開設が予定されている。その後、当該施設への機能移転をもって

公民館としての役割を終え、建物は解体される予定であり、跡地については地域の利便性や公共

性を踏まえ、有効活用が図られるよう、整備を進める必要がある。 
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（カ）スポーツ・レクリエーション 

本市は、昭和 42年に「スポーツ都市宣言」を行い、市民皆スポーツを目標にスポーツ・レクリ

エーション行事やスポーツ教室の開設、総合体育館をはじめとした体育施設等を整備し環境の拡

充を進めてきた。 

スポーツは、生涯にわたる健康とこころの豊かさにつながることから、市民ニーズを的確にと

らえ、幼児から高齢者までライフステージに応じたスポーツ・レクリエーション活動が実践でき

るよう、スポーツ行事等の開催に一層努めるとともに、総合運動公園施設を中心とした体育施設

の充実など環境整備と効果的運用を図る必要がある。 

また、優れた指導者の養成確保とスポーツ団体の育成強化を図る必要がある。 

さらに、スポーツを通じた活力あるまちづくりと地域経済の活性化に向けた積極的なスポーツ

合宿等の招致活動の継続が必要である。 

     

（２）その対策 

（ア） 人間形成に必要な基礎教育の場としての幼児教育の充実を図る。 

（イ） 学校施設・設備等の整備を進め、教育諸条件の整備を推進する。 

（ウ） 「特色ある教育」を展開しながら、児童・生徒の個性を生かす教育の充実や教育の情報化の

推進、英語力を高める学校教育、インクルーシブ教育などを推進する。 

（エ） 児童生徒の生活習慣や学習習慣の改善、学力の向上、教職員の働き方改革を推進する。 

（オ） 学校給食については、学校給食の安定的な提供を図るとともに、食育を推進する。 

（カ） 市内にある道立高等学校２校の充実整備を促進するとともに、学校の魅力づくりに対する

支援を行う。 

（キ） クラーク記念国際高等学校の特色ある教育活動を支援する。 

（ク） 拓殖大学北海道短期大学の学生が在学する間は、本市で安心して学校生活を送っていただ

けるよう支援を継続するとともに、地域交流事業の充実など地域にひらかれた学校づくりを

促進する。 

（ケ） 拓殖大学北海道短期大学の教育施設としての有効活用に向けて、北短と十分な連携を図る。 

（コ） 地域医療を守るための看護職の人材育成及び医療の確保を担う、市立高等看護学院の修学

環境の改善及び深川医師会附属准看護学院の運営を支援する。 

（サ） 生涯学習の推進を図るため、地区公民館をはじめ生きがい文化センター、図書館など社会

教育施設の整備を推進する。 

（シ） 青少年が地域社会の中で活動していく力を養うための学習機会を拡充する。 

（ス） 学習成果・経験を活かせる機会と生涯学習機会の拡充を図り、地域を担う人材を育成する。 

（セ） 学習機会の拡充、指導者の発掘と養成、団体の育成と仲間づくりを進める社会教育を推進

する。 

（ソ） 放課後等の安全で安心な児童・生徒の居場所を設置する。 

（タ） スポーツ需要に対応するスポーツ・レクリエーションの参加機会の拡充及び環境整備に努

める。 

（チ） 総合運動公園体育施設を中心とした体育施設の充実と整備の推進をはじめ、スポーツ・レ

クリエーションの環境整備に努める。 
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（ツ） 積極的なスポーツ合宿招致活動及び国内一流選手の出場による極めてレベルの高い陸上競

技会(ディスタンスチャレンジ大会)を開催し、スポーツ合宿を通じた市勢振興を図る。 

 

（３）計画 

持続的発展 

施策区分 

事  業  名 

(施設名) 
事  業  内  容 事業主体 備 考 

8.教育の振興 (1) 学校教育関連

施設 

 
 

 

 校舎 ・小中学校施設の教育環境向上事業 
市 

 

屋内運動場 ・小学校屋内運動場整備事業 
市 

 

スクールバス 

・ボート 

・スクールバス整備・更新事業 
市 

 

給食施設 ・旧深川市学校給食センター解体 
市 

 

・北空知圏学校給食センター整備 学校給食 

組合 

 

(3) 集会施設、体

育施設等 

 
 

 

 公民館 ・中央公民館改築（複合施設整備） 
市 

 

・中央公民館解体・跡地整備 
市 

 

・地区公民館・ふれあい会館改修 
市 

 

集会施設 ・生きがい文化センター改修 
市 

 

・文化交流ホール整備 
市 

 

・複合施設整備 
市 

 

体育施設 ・陸上競技場改修 
市 

 

・総合体育館改修 
市 

 

・温水プール改修 
市 

 

・市民テニスコート改修 
市 

 

・市民球場改修 
市 

 

図書館 ・移動図書館車更新 
市 

 

(4) 過疎地域持続

的発展特別事業 

 
 

 

 義務教育 ・学習サポートプログラム 

児童生徒の確かな学力を育むため学校での学力向上の

取り組みの支援や保護者等の理解を促す取り組みを実施

し、各学校の取り組みを支援する指導主事を配置する。 
市 

【効果】 

 学習意欲の向上と家

庭における学習習慣の

確立により、学力向上

が期待できる。 
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・ICT 環境整備・更新事業 

教育の情報化を推進するため、小中学校における ICT

環境の整備・更新を図る。 

市 

【効果】 

 ICT 環境を整備・更新

することで、個別最適

な学習が可能となり、

学力向上が図られると

ともに、教職員の働き

方改革の進展が期待で

きる。 

高等学校 ・公立高等学校の魅力ある学校づくり支援事業 

高校教育における質の向上と多様化への対応が求めら

れていることから、魅力ある学校づくりへの支援を行い、

入学者数の確保を図る。 市 

【効果】 

 入学者数の確保につ

ながり、学校の安定的

な存続や子ども進路選

択幅の確保が図られ

る。 

生涯学習・ 

スポーツ 

・青少年育成事業 

子どもの豊かな人間性や生きる力を育てるため、青少

年の健全育成事業やリーダーの育成、子どもたちが企画

する事業や地域子ども会事業などに助成を行う。 

市 

【効果】 

 学校や地域の枠を超

えた交流機会の充実

や、子どもたちが地域

社会の中で活動できる

力が養われ、将来にわ

たる地域社会の実現が

図られる。 

・E-Library 整備事業 

24 時間いつでもどこでも利用可能であり、音声読み上

げ、字幕表示、文字サイズ変更可能など、機能が充実して

いる電子書籍による図書館（読書環境）を整備し、地域の

情報・学習拠点として大きな役割を担う図書館の機能充

実を図る。 市 

【効果】 

読書離れが進んでい

る若年層をはじめ、視

覚に障がいのある方な

ど幅広く読書活動の推

進が図られるため、生

涯学習活動の進展が期

待できる。 

その他 ・私学振興 

拓殖大学北海道短期大学支援 

学生が在学する間は、本市で安心して学校生活を送っ

ていただけるよう支援を継続するとともに、地域交流事

業の充実など地域にひらかれた学校づくりを促進する。 

北短の教育施設としての有効活用に向けて、今後も十

分な連携を図る。 

市 

【効果】 

北海道における先進

的農業教育に貢献する

ことが期待されると同

時に、地域の活性化が

図られる。 

(5) その他 ・私学振興 

クラーク記念国際高等学校支援 

学生の確保、資質の高い人材の育成や地域交流を促進

する必要があるため、クラーク記念国際高等学校に対し、

特色ある教育活動などに対する支援を行う。 

スクーリング等による交流人口の増加、本校生徒との

交流促進による地域活性化が図られる。 

市 

 

・新たな教育機関等への運営支援 

 北短の有効活用として新たに開設される教育機関に対

し運営支援を行うことで、人材育成の場を確保するとと

もに北短同様に地域に開かれた学校づくりを促進する。 
市 

 

・各種教育施設の有効活用 

 機能集約などにより各種教育施設が用途廃止となった

際に、施設の利活用に向けた取り組みを展開する。 市 
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 （４）公共施設等総合管理計画等との整合    

教育の振興に係る各公共施設類型の基本方針は以下のとおりとする。 

※「スポーツ・レクリエーション系施設」の基本方針については「３．産業の振興」参照 

（ア）社会教育系施設 

老朽化が進んでいる施設・設備については、市内外の利用者が安全に利用できるように計画的

な修繕を行うとともに改修等の検討を進める。なお、特に老朽化が著しい中央公民館については、

現在、同館の代替機能を備えた複合施設の整備が進められており、令和８年中の開設を予定して

いる。 

（イ）学校教育系施設 

公立学校等については『深川市学校施設の長寿命化計画』を策定しており、この計画に則り施

設整備を進める。 

市立高等看護学院については、令和４年１月に改築・移転を行っており、今まで以上に地域医

療を守るための必要な人材を育成できるよう施設整備に努める。また、旧高等看護学院について

は、今後、除却や転用について検討を進める。 
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１０．集落の整備  

 

（１）現況と問題点 

本市の集落は、ＪＲ深川駅を中心に形成されている中心市街地、納内や音江、多度志など地区

の拠点となっている市街地のほかは、周辺に農家が散在しており、農家は生産や生活の共同組織

の範囲で基礎集落（町内会）を形成している。 

近年、離農による戸数の減少や世帯の高齢化によって、集落の合併などが行われているが、集

落を移転する状況にはない。 

基幹となる集落については、下水道や公園、住宅などの生活環境施設の整備を図り、散在する

集落については基礎的な生活環境施設の整備と都市の利便や機能が享受できるよう交通通信基

盤の整備を図り、居住環境の向上と定住の促進に努める必要がある。 

また、市民の日常生活圏が拡大するにつれ、生活意識や生活様式が変化し、地域社会における

住民の連帯感は希薄になりつつあることから、地域のコミュニティ活動の活性化、他地域との交

流などを促進していくことが求められているため、地域住民が自主的に組織するコミュニティ組

織の支援や、コミュニティセンターの活用など積極的なコミュニティ活動を奨励するとともに、

良好で魅力的な地域共同社会の形成に努める必要がある。 

 

（２）その対策 

（ア） 生活環境施設や交通通信基盤の整備を図り、居住環境の向上と定住の促進に努める。 

（イ） 特色ある地域づくりを目指し、既存施設の整備及び機能の充実に努める。 

（ウ） 地域住民による魅力ある地域行事やコミュニティ施設の自主的な運営・管理を促進する。 

（エ） 地域を支える人材や団体の育成・確保に努めるとともに、これら関係機関と連携した集落

対策を推進する。 

（オ） コミュニティ組織との連携を図り、コミュニティセンターの適正な維持管理に努める。 

 

（３）計画 

持続的発展 

施策区分 

事  業  名 

(施設名) 
事  業  内  容 事業主体 備 考 

9.集落の整

備 

(3)その他 ・コミュニティセンター改修 
市 

 

 

 （４）公共施設等総合管理計画等との整合   

集落の整備に係る各公共施設類型の基本方針は以下のとおりとする。 

（ア）集会施設 

地域や多様なコミュニティの交流の場として、情報提供に努めるとともに、市民が気軽に集ま

れる居場所や団体の活動拠点として利用者の意見を聞きながら施設の維持管理や計画的な改修の

検討を行う。 
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１１．地域文化の振興等   

 

（１）現況と問題点 

優れた芸術や文化に触れる環境づくりと、市民団体との協働による発表機会の創出をはじめ、

市民の自主的な文化活動への支援、文化財の保護と継承など各種の事業推進に努めてきた。 

今後、豊かな人間性を育み生活に潤いを与えるため、より多くの芸術と文化を鑑賞できる機会

を拡充するとともに、市民団体の活動が一層促進されるよう支援するなど地域文化の創造と振興

が図られるよう、市民が主体的・創造的に文化活動に参加できる環境整備に努める必要がある。 

また、地域の貴重な文化遺産である文化財を活用し、郷土学習の推進を図るとともに、無形文

化財が後世に伝承されるよう保存団体の育成と活動の支援に努める必要がある。 

 

（２）その対策 

（ア） 文化グループ・サークルによる自発的な創造的活動を促進する。 

（イ） 地域における芸術文化の創造と振興に努める。 

（ウ） 優れた芸術や文化に触れる機会の拡充に努める。 

（エ） 文化財の保存と活用に努める。 

（オ） 文化財保護団体の育成と活動の支援に努める。 

 

（３）計画 

持続的発展 

施策区分 

事  業  名 

(施設名) 
事  業  内  容 事業主体 備 考 

10.地域文

化の振興等 

（1）地域文化振興

施設等 

   

 地域文化振興

施設 

・旧鷲田農場事務所修繕事業 

市指定の文化財である旧鷲田農場事務所のバルコニー

や窓枠の整備などを行い、適切な保存に努めるとともに多

くの方が見学しやすい環境を整備する。 

市 

 

・音江環状列石整備事業 

国指定史跡である音江環状列石の進入路や周辺の整備

などを行い、貴重な史跡の適切な保存と多くの方が見学し

やすい環境を整備する。 

市 

 

(2) 過疎地域持続

的発展特別事業 

 
 

 

 地域文化振興 ・市民文化活動活性化事業 

豊かな人間性を育み、地域における生活に潤いを与える

ため、芸術鑑賞事業の実施や、文化公演等を開催する市民

団体等に対する助成、市の文化活動組織である文化連盟に

対し活動経費の一部を助成するなどにより、地域に根差し

た芸術文化活動を推進し、より多くの芸術文化を鑑賞でき

る機会の拡充を図る。 

市 

【効果】 

 市民が主体的に文化

活動に参加する環境を

整えられるとともに、地

域における芸術文化の

振興が図られる。 

 

 （４）公共施設等総合管理計画等との整合    

地域文化振興等に係る各公共施設類型の基本方針は以下のとおりとする。 

（ア）文化系施設 

老朽化が進んでいる施設・設備については、市内外の利用者が安全に利用できるように計画的な

修繕を行うとともに改修等の検討を進める。 
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１２．再生可能エネルギーの利用の推進   

 

 （１）現況と問題点 

    国や道が取り組む「2050 年カーボンニュートラル」の目標は、持続可能な地域社会を次世代へ

継承するために、深川市としても積極的に取り組むべき重要な課題である。深川市において

も、令和５年３月２日、2050 年までに二酸化炭素排出量の実質ゼロを目指す「ゼロカーボンシ

ティふかがわ」を宣言し、市民・事業者・行政が一体となり、脱炭素社会の実現に向けた取り

組みを進めている。 

現在、市内公共施設では太陽光や生ごみ処理過程により発生するバイオガスを活用した発電設

備の導入、新庁舎建設において空知管内の庁舎で初となる ZEB Ready 認証を取得するなど、省エ

ネルギー対策に努めている。今後も、国や北海道の政策動向を注視しながら、自然エネルギー

（太陽光・風力・小水力など）や農林業活動により発生するバイオマス資源の活用、公共施設等

への省エネルギー設備の導入可能性について、効果・経済性・エネルギー変換効率等を総合的に

勘案し、再生可能エネルギーのさらなる普及とゼロカーボンの実現に向けた取り組みを推進する

必要がある。 

また、地域内でのエネルギー循環を促進することで、地域経済の活性化や地域レジリエンスの

強化にも寄与することが期待される。 

 

 （２）その対策 

 （ア） 再生可能エネルギー利用設備等の導入を推進する。 

（イ） ゼロカーボン社会の実現に向けた事業を推進する。 

（ウ） 地域課題の同時解決を目指す脱炭素施策を展開する。 

（エ） 脱炭素化を推進する設備の導入や啓発活動を実施する。 

 

 （３）計画 

持続的発展 

施策区分 

事  業  名 

(施設名) 
事  業  内  容 事業主体 備 考 

11. 再生可

能エネルギ

ーの利用の

推進 

(1) 再生可能エネ

ルギー利用施設 

・再生可能エネルギー利用及びゼロカーボン推進事業 

公共施設等において再生可能エネルギー設備の導入など

を通じて、温室効果ガスの排出削減に取り組み、ゼロカーボ

ンの実現及び地域レジリエンスの強化を図る。 

市 

 

(2)過疎地域持続

的発展特別事業 

 
 

 

 再生可能エネ

ルギー利用 

・再生可能エネルギー利用及びゼロカーボン推進事業 

公共施設等において再生可能エネルギー設備の導入など

を通じて、温室効果ガスの排出削減に取り組み、ゼロカーボ

ンの実現及び地域レジリエンスの強化を図るとともに、地域

課題の解決と連動した脱炭素施策を展開し、温暖化対策と地

域活性化の両立を目指す。 

市 

【効果】 

 CO2 削減・地域経済の

活性化・地域レジリエン

スの強化が期待できる。 

(3)その他 ・脱炭素化事業 

電動車の公用車を導入するとともに電動公用車のカーシ

ェアリングに取り組むほか、電動車の普及を推進する。 市 

【効果】 

電動車の導入による

脱炭素化が進むことで

地域の環境を守り、持続

可能な発展に寄与する 
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 （４）公共施設等総合管理計画等との整合   

再生可能エネルギーの利用の推進に係る事業については、公共施設等全般に係るものであること

から、公共施設等の管理に関する基本的な考え方によるほか、各公共施設類型の基本方針は以下の

とおりとする。 

（ア）行政系施設 

行政系施設は市役所庁舎が該当する。適切な維持管理を行い管理運営コストの縮減や施設機能の

維持保全に努める。 
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１３．その他地域の持続的発展に関し必要な事項 

 

（１）現況と問題点 

（ア）中心市街地活性化  

中心市街地は、商業や文化施設などの都市機能が集積し、「まちの顔」としての役割を担って

きた地域であるが、居住人口の減少や大型商業施設の郊外立地などにより、中心市街地の衰退が

進んでいる状況にある。 

このため、中心市街地の居住人口の増加を図るため、「まちなか居住推進」に引き続き取り組

むほか、市民団体との連携により、空洞化する中心市街地へ人の流れを導き出し、街の賑わいを

創出する事業を推進していく必要がある。 

 

（イ）国際交流・多文化共生 

国際的な交流活動が多面的な広がりを見せている中で、海外派遣や小・中学校への外国人語学

指導助手の配置、学校や団体間の国際交流事業など、本市においても市民と外国人の触れ合う機

会が増えている。 

国際交流を通じて、国際性豊かな人材の育成や、より多くの市民が関わることができる各種交

流事業の実施など、推進主体である市民及び団体を積極的に支援していくことが必要である。 

特定技能外国人の受け入れなどにより、本市で暮らす外国人も増加が予測されるため、外国人

と共に暮らすことへの理解の促進や、外国人が暮らしやすい環境の整備が必要である。 

 

（ウ）協働の推進 

多様化した社会に対応する地域づくりを進め、過疎地域の持続的発展に資するためには、従来

にも増してソフト面での充実とこれを担う人材の育成が求められており、地域づくりへの市民参

加を積極的に推進し、市民の自主的な活動や市民と行政の協働関係を強化していくことが必要で

ある。 

 

（２）その対策 

（ア） 街の賑わいを創出し、中心市街地の活性化を図る。 

（イ） 深川駅周辺の環境整備を推進する。 

（ウ） 国際交流推進や多文化共生に向けた基盤づくりを進める。 

（エ） 各種交流事業などを通じ、地域の国際化を推進する。 

（オ） 地域の国際交流団体の育成や活動に対する支援とネットワークづくりを進める。 

（カ） 地域で組織するコミュニティ振興会や町内会組織の一層の協働の取り組みを支援する。 
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（３）計画 

持続的発展 

施策区分 

事  業  名 

(施設名) 
事  業  内  容 事業主体 備 考 

12.その他

地域の持続

的発展に関

し必要な事

項 

(1) 過疎地域持続的発

展特別事業 

 

 
 

 中心市街地活性

化事業 

 

・中心市街地活性化事業 

空洞化する中心市街地へ人の流れを導き出

し、街の賑わいを創出するための振興策に取

り組む、市民による活動組織に対して交付金

を交付する。 

市 

【効果】 

 市民自らが主体となって取り

組む体制づくりや、持続的な活動

を促進し、中心市街地の活性化に

寄与することが期待できる。 

国際交流・ 

多文化共生 

・受入体制構築事業 

 本市で暮らす外国人の増加が予測されるた

め、外国人と共に暮らすことへの理解促進や、

外国人が暮らしやすい環境整備に取り組む。 
 

【効果】 

 外国人の定住と地域の多文化

共生を促進することで地域の活

性化に寄与することが期待でき

る。 

・外国人人材受入事業 

 本市で働く外国人人材の確保と円滑な受入

に取り組む市内事業所に対し、要する経費の

一部を補助する。  

【効果】 

 外国人の定住と地域の多文化

共生を促進することで地域の活

性化に寄与することが期待でき

る。また労働力の確保が期待でき

る。 
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（令和８年度～令和１２年度）  過疎地域持続的発展特別事業分 

持続的発展 

施策区分 

事  業  名 

(施設名) 
事  業  内  容 事業主体 備 考 

1.移住・定住・

地域間交流の

促進、人材育成 

(4) 過疎地域持続

的発展特別事業 
 

  

  

移住・定住 ・移住・定住推進事業 

移住・定住サポートセンターを中心に、都市部やオン

ラインでの移住セミナーを積極的に活用して本市の魅

力を全国に情報発信するとともに、移住体験事業の充

実、空家等住居の紹介、職業紹介、オンライン移住相談、

移住後のサポートなど、個々のニーズに応じた支援を

行う。 

市 

【効果】 

人口の減少を穏やかに

し、地域経済の活性化が

期待される。 

地域間交流 ・二地域居住等の推進 

主な生活拠点とは別の特定の地域に生活拠点を設ける

暮らし方である二地域居住の受入れやふるさと住民制

度などの推進に向けて、ニーズを踏まえた支援などを

検討する。 

市 

【効果】 
都市から地方への「新し

い人の流れ」が生まれる

ことにより、地域及び地

域経済の活性化が期待さ

れる。 

人材育成 ・人材育成事業 

 あらゆる分野における地域づくりのための活動を行

う人材や団体の育成が必要であることから、地域づく

りに資する調査研修や、交流事業、担い手育成事業など

の活動を支援する。 

市 

【効果】 

 次代を担う世代の育成

が図られるとともに、地

域への波及効果が期待さ

れ、活力あるまちづくり

に資する。 

・地域みらい留学 

 地元の高校の魅力を高め、市外在住者の入学を促す

ことで、在校生はもとより、地域での多様な体験や地域

住民との交流等を通じて、将来にわたり持続的な関係

人口の創出と人材育成を進める。 

市 

【効果】 

 次代を担う世代の育成

が図られるとともに、地

域への波及効果が期待さ

れ、活力あるまちづくり

に資する。 

・幼児期からの深川体験事業 

幼児期から地域とのつながりを育む機会を創出し、

将来的な定住や関係人口の形成につなげるために、全

国はもとより海外に向けても本市の魅力を情報発信

し、地域資源を活かした魅力的なプログラムを展開す

る。 

 

【効果】 

 次代を担う世代の育成

が図られるとともに、地

域への波及効果が期待さ

れ、活力あるまちづくり

に資する。 

2.産業の振興 (10) 過疎地域持続

的発展特別事業 

 
 

 

 第 1 次産業 ・新規就農者確保対策事業 

農外からの新規就農者に対し、就農確定時に交付す

る就農支援資金の他、研修時に必要な指導農家に対す

る謝金の助成や研修中の住宅の家賃助成等を実施す

る。 

市 

【効果】 

新たな担い手の確保を

図るとともに、本市農業

の安定的な発展に資す

る。 
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・深川未来ファーム運営支援事業 

農業従事者の減少や高齢化などにより将来的には、

農業生産力とともに地域コミュニティの維持に必要な

人材の不足が懸念されている。農業への強い意欲を持

った農外からの新規就農者を確保・育成し、優良農地の

円滑な継承を推進するため、深川未来ファームによる

新規就農希望者の相談窓口の運営や農業の担い手とし

ての人材育成、優良農地の遊休化の防止に向けた取り

組みを支援する。 

市 

【効果】 

新規就農者を確保・育

成することで域内農地の

保全や持続可能な農業の

構築を図る。 

・非農用地利活用促進事業 

農村地域に点在する離農跡地について、所有者又は

その土地を利用する農業経営者が、農作業の支障とな

らないよう農地に造成または整形したものに対し、そ

の経費の一部を助成する。 市 

【効果】 

作業効率の良い優良農

地ができ、省力化に資す

ることで、今後増え続け

る離農者の農地を余す事

なく担い手に引き継がれ

ることで、耕作放棄地の

発生を防ぎ、集積に一層

の効果が期待できる。 

・地産地消促進事業 

ふかがわ産米・そばなどの地元農産物やこれらの加

工品等の販売促進に取り組む。 

市 

【効果】 

米・そばを始めとする

農産物の地元での消費を

拡大し、販路の拡大と安

定を図り、稲作を主体と

した農業の振興が図られ

る。 

・農産物等海外販路拡大事業 

海外の有望市場へのふかがわ産米の輸出をより一層

推進するため、新たな輸出先の発掘に向け取り組む。 
市 

【効果】 

 農産物の消費拡大と事

業者による商品開発・販

路拡大が促進され、水田

農業の持続的な発展に資

する。 

・農業基盤整備事業（大師） 

 区画の大規模化等の基盤整備を促進する。 北海道 

【効果】 

 農業生産の効率化、生

産性の向上が図られる。 

・農業競争力基盤強化特別対策事業 

次世代の農業者をはじめ多様な人材が活躍し、農業

の潜在力をフルに発揮し、力強く魅力ある農業・農村を

確立するためには、スマート農業技術を活用した一層

の省力化・効率化などにより、生産力と競争力を高め持

続可能で生産性の高い農業を展開していく必要があ

る。本事業は食料・農業・農村基本法の施行に伴い、食

料自給率向上と環境に調和した持続的農業を維持する

ための農業生産基盤等の整備を早急に促進することを

目的として、農業者が必要な整備に積極的に取り組め

るように北海道と連携して農家負担を軽減するために

行うもの。 

北海道 

【効果】 

 スマート農業技術の導

入や大規模区画の造成な

ど、農業の潜在力をフル

に発揮するための生産基

盤整備を促進すること

で、本市の持続的発展に

資する。 

・深川農業ステップアップ推進事業 

高品質米生産のための土壌診断や園芸作物作付拡大

のためのビニールハウス骨材、ビニールへの助成、省力

化を目的としたスマート農業に関する導入機器に対す

る支援等を行う。 

市 

【効果】 

 中山間地域などの条件

不利地も含め、地域全体

の農業生産力の向上が図

られる。 
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商工業・ 

6 次産業化 

・起業支援・改装費等助成事業 

市街地商店街の区域における空き地、空き店舗を活

用して集客施設を設置し、または商業用店舗等を開設

した中小企業者等に対してその費用の一部を助成す

る。 
市 

【効果】 

店舗の機能の維持及び

向上を図り、もって空き

店舗の発生抑止に資する

とともに、商業の振興及

び地域経済の活性化が図

られる。 

・若年者定住促進奨学金返還支援事業 

大学等を卒業後、市内で就労された方を対象に、在学

中に貸与を受けた奨学金の返還の一部を補助する。 市 

【効果】 

若年者の本市への定住

の促進と、地域産業を担

う人材の確保が図られ

る。 

観光 ・夏冬まつり等助成事業 

地域活性化のため、夏まつり・冬まつりなどのイベン

トを行う実行委員会に補助金を交付する。 

過疎化の進行により人口減少が進むなか、夏冬まつ

り等を継続していくためには、行政による人的・財政的

な支援が求められている。 

実行 

委員会 

【効果】 

 継続して実施すること

で、本市のＰＲにつなが

り、地域の活性化や賑わ

いが期待できる。 

企業誘致 ・企業誘致推進事業 

（誘致活動・工業等開発促進補助金など） 

各種調査、広報啓発、企業訪問などの誘致事業及び、

立地企業に対する補助を行う。 

市 

【効果】 

 企業情報の収集と充実

した優遇制度及びそのＰ

Ｒにより、新たな企業立

地へつなげる必要があ

り、企業誘致による雇用

機会の創出と地域経済の

活性化が期待できる。 

その他 ・地域資源活用・地場産業振興事業 

地域の豊かな自然環境や農産物を活かした地域の活

性化が必要であり、地域資源活用施設を活用した加工

品製造や樹園地の環境整備をはじめ、地域資源を活用

して商品開発に取り組む団体や製造事業者等へ助成す

る。 

市 

【効果】 

農産物の高付加価値化

や地域情報発信による地

域産業の活性化が図られ

る。 

3.地域におけ

る情報化 

(2) 過疎地域持続

的発展特別事業 

 
 

 

 デジタル技術

活用 

 

・スマート技術活用による業務効率化・サービス向上

事業 

・チャットボット、音声ボットなどＡＩ技術の導入のほ

か、RPA や MaaS などを含めてスマート化することによ

り業務効率と市民サービス双方の向上を図る。 

市 

【効果】 

国が進める DX 化の促

進が図られ、住民満足度

が向上する他、多言語対

応も可能となり定住施策

に寄与する。 

4.交通施設の

整備、交通手

段の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) 過疎地域持続

的発展特別事業 

 
 

 

 公共交通 ・公共交通再編事業 

 将来的に市内公共交通を維持・確保していくため、公

共交通空白地域における移動手段としてAIデマンド交

通や MaaS など新たな交通サービスの導入を図る。 

市 

交通 

事業者 

【効果】 

 持続可能な公共交通網

の形成に資する。 

その他 ・深川市除排雪助成事業 

冬季を通して除排雪を実施する地域住民団体への事

業費の一部を助成する。 
市 

【効果】 

市道及び私道の冬季間

における交通安全と生活

環境の向上が図られる。 
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5.生活環境の

整備 

(7) 過疎地域持続

的発展特別事業 

 
 

 

 生活 ・民間住宅助成制度 

住宅持家の促進、住宅バリアフリー改修、住宅耐震改

修等に要する費用の一部を助成する。 
市 

【効果】 

市内での定住促進・ま

ちなか居住、高齢者・障が

い者対策、耐震改修促進

などに資する。 

6.子育て環境

の確保、高齢

者等の保健及

び福祉の向上

及び増進 

(8)過疎地域持続的

発展特別事業 

 
 

 

 児童福祉 ・保育所保育料の軽減対策 

国が実施する保育所保育料の軽減策に加え、本市独

自の軽減措置を講じることで、保護者の経済的負担の

軽減を図る。 市 

【効果】 

 安心して子どもを産み

育てることができる環境

の整備が図られ、少子化

対策・人口減少対策とし

ての効果が期待できる。 

・子ども医療費支給事業 

安心して医療を受けられる環境を整備するため、中

学生以下の医療費について、一定所得以下の世帯の医

療費負担を無料化する。 

市 

【効果】 

少子化対策の一翼とな

り、人口の減少による過

疎の進行を抑制できる。 

・妊娠・出産応援交付金事業 

 妊婦が、健やかな妊娠と出産をむかえられるよう妊

娠・出産応援費用及び妊産婦健診費用を妊娠中に現金

で交付する。 
市 

【効果】 

 経済的負担の軽減な

ど、安心して子どもを産

み育てられる環境づくり

に資する。 

・保育所一時受入事業 

他地域の子育て世帯の一時的な受け入れを行うにあた

り、宿泊や連絡調整など滞在するための環境を整備す

る。 市 

【効果】 

少子化により園児が減

少している市内保育所等

に対し運営支援につなが

るとともに、地域活性化

が期待できる。 

高齢者・ 

障害者福祉 

・移送サービス事業 

公共交通機関等の利用が困難でハイヤーを利用せざ

るを得ない、車椅子やストレッチャー使用の高齢者及

び身体障がい者（児）等に対し、移送サービス事業を行

う。 
市 

【効果】 

経済的負担を理由とし

た医療機関受診控えから

の病状悪化を防止でき、

身体状況維持・在宅生活

継続が期待できる。 

・福祉除雪助成事業 

低所得世帯かつ除雪に困難を来す高齢者や障がい者

宅の門口や家回り等の除雪費用に対して一部を助成す

る。 

市 

【効果】 

 冬期間の安全・安心な

暮らしが確保され、地域

福祉の増進に期待でき

る。 

・障がい者等移動手段確保事業 

障がい者等の日常生活や通院などに必要な交通手段

について、個々の状況に応じた適切な対応を図るため、

ハイヤー料金の一部助成を行う。 市 

【効果】 

 経済的負担を理由とし

た医療機関受診控えから

の病状悪化を防止でき、

身体状況維持・在宅生活

継続が期待できる。 
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・高齢者バス利用料金助成事業 

通院や買い物等に出かけやすい環境を整えるため、

70 歳以上の高齢者に対し路線バス利用料金の一部を助

成する。 
市 

【効果】 

 地域間格差の解消が図

られ、高齢者の積極的な

社会参加の促進や福祉の

増進が期待される。 

7.医療の確保 (3) 過疎地域持続

的発展特別事業 

 
 

 

 自治体病院 ・休日・夜間急病診療体制確保対策 

市民が安心して生活するうえで、休日・夜間の救急医

療体制の確保が必要であることから、医師会に委託し

休日・夜間急病診療体制を確保する。 
市 

【効果】 

 市立病院における医師

の負担を軽減するととも

に診療体制の充実が図ら

れる。 

8.教育の振興 (4) 過疎地域持続

的発展特別事業 

 
 

 

 義務教育 ・学習サポートプログラム 

児童生徒の確かな学力を育むため学校での学力向上

の取り組みの支援や保護者等の理解を促す取り組みを

実施し、各学校の取り組みを支援する指導主事を配置

する。 

市 

【効果】 

 学習意欲の向上と家庭

における学習習慣の確立

により、学力向上が期待

できる。 

・ICT 環境整備・更新事業 

教育の情報化を推進するため、小中学校における ICT

環境の整備・更新を図る。 

市 

【効果】 

 ICT環境を整備・更新す

ることで、個別最適な学

習が可能となり、学力向

上が図られるとともに、

教職員の働き方改革の進

展が期待できる。 

高等学校 ・公立高等学校の魅力ある学校づくり支援事業 

高校教育における質の向上と多様化への対応が求め

られていることから、魅力ある学校づくりへの支援を

行い、入学者数の確保を図る。 
市 

【効果】 

 入学者数の確保につな

がり、学校の安定的な存

続や子ども進路選択幅の

確保が図られる。 

生涯学習・ 

スポーツ 

・青少年育成事業 

子どもの豊かな人間性や生きる力を育てるため、青

少年の健全育成事業やリーダーの育成、子どもたちが

企画する事業や地域子ども会事業などに助成を行う。 市 

【効果】 

 学校や地域の枠を超え

た交流機会の充実や、子

どもたちが地域社会の中

で活動できる力が養わ

れ、将来にわたる地域社

会の実現が図られる。 

・E-Library 整備事業 

24 時間いつでもどこでも利用可能であり、音声読み

上げ、字幕表示、文字サイズ変更可能など、機能が充実

している電子書籍による図書館（読書環境）を整備し、

地域の情報・学習拠点として大きな役割を担う図書館

の機能充実を図る。 

市 

【効果】 

読書離れが進んでいる

若年層をはじめ、視覚に

障がいのある方など幅広

く読書活動の推進が図ら

れるため、生涯学習活動

の進展が期待できる。 

その他 ・私学振興 

拓殖大学北海道短期大学支援 

学生が在学する間は、本市で安心して学校生活を送

っていただけるよう支援を継続するとともに、地域交

流事業の充実など地域にひらかれた学校づくりを促進

する。 

北短の教育施設としての有効活用に向けて、今後も

十分な連携を図る。 

市 

【効果】 

北海道における先進的

農業教育に貢献すること

が期待されると同時に、

地域の活性化が図られ

る。 
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10.地域文化の

振興等 

(2) 過疎地域持続

的発展特別事業 

 
 

 

 地域文化振興 ・市民文化活動活性化事業 

豊かな人間性を育み、地域における生活に潤いを与

えるため、芸術鑑賞事業の実施や、文化公演等を開催す

る市民団体等に対する助成、市の文化活動組織である

文化連盟に対し活動経費の一部を助成するなどによ

り、地域に根差した芸術文化活動を推進し、より多くの

芸術文化を鑑賞できる機会の拡充を図る。 

市 

【効果】 

 市民が主体的に文化活

動に参加する環境を整え

られるとともに、地域に

おける芸術文化の振興が

図られる。 

11.再生可能エ

ネルギーの利

用の促進 

(2) 過疎地域持続

的発展特別事業 

 

 

 

 再生可能エネ

ルギー利用 

・再生可能エネルギー利用及びゼロカーボン推進事業 

公共施設等において再生可能エネルギー設備の導入

などを通じて、温室効果ガスの排出削減に取り組み、ゼ

ロカーボンの実現及び地域レジリエンスの強化を図る

とともに、地域課題の解決と連動した脱炭素施策を展

開し、温暖化対策と地域活性化の両立を目指す。 

市 

【効果】 

 CO2削減・地域経済の活

性化・地域レジリエンス

の強化が期待できる。 

12.その他地域

の持続的発展

に関し必要な

事項 

(1) 過疎地域持続

的発展特別事業 

 
 

 

中心市街地活性化

事業 

・中心市街地活性化事業 

空洞化する中心市街地へ人の流れを導き出し、街の

にぎわいを創出するための振興策に取り組む、市民に

よる活動組織に対して交付金を交付する。 市 

【効果】 

 市民自らが主体となっ

て取り組む体制づくり

や、持続的な活動を促進

し、中心市街地の活性化

に寄与することが期待で

きる。 

国際交流・ 

多文化共生 

・受入体制構築事業 

 本市で暮らす外国人の増加が予測されるため、外国

人と共に暮らすことへの理解促進や、外国人が暮らし

やすい環境整備に取り組む。 
市 

【効果】 

 外国人の定住と地域の

多文化共生を促進するこ

とで地域の活性化に寄与

することが期待できる。 

・外国人人材受入事業 

 本市で働く外国人人材の確保と円滑な受入に取り組

む市内事業所に対し、要する経費の一部を補助する。 

市 

【効果】 

 外国人の定住と地域の

多文化共生を促進するこ

とで地域の活性化に寄与

することが期待できる。

また労働力の確保が期待

できる。 


